
 

Instructions for use

Title アメリカ電気・電子関係企業の社内法務態勢　－質問紙調査によって－

Author(s) 宮沢, 節生

Citation 北大法学論集, 33(1), 89-140

Issue Date 1982-07-05

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/16389

Type bulletin (article)

File Information 33(1)_p89-140.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


i!研j[
11究 n
j¥ノ

l: ト11

ア
メ
リ
カ
電
気
・
電
子
関
係
企
業
の
社
内
法
務
態
勢

l
l
I
質

問

紙

調

査

よ

私
は
、
現
在
、
日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
に
お
け
る
社
内
法
務
態
勢
の
実

証
的
研
究
に
従
事
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
は
、
在
米
現
地
法
人
に
お
け
る
社
内

法
務
態
勢
の
整
備
を
、
日
本
と
は
呉
る
ア
メ
リ
カ
の
法
環
境
に
対
す
る
在
米
現

地
法
人
の
適
応
の
努
力
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
点
に
お
け
る
在
米
現
地
法
人
間

の
差
異
を
、
組
織
社
会
学
に
お
け
る
組
織
・
環
境
関
係
論
(
C
H

宮

g
N
E
S同
γ

g
号
g
B
E
E
E
E門
町
)
の
枠
組
に
拠
り
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
で
の
法
律
問

題
や
親
会
社
の
社
内
法
務
態
勢
を
含
め
た
環
境
要
素
の
違
い
や
、
環
境
要
素
と

の
関
係
の
あ
り
方
の
違
い
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
こ
の
研
究
は
、
法
を
独
立
変
数
の
ひ
と
つ
と
し
、
社
内
法
務
態
勢
の

整
備
と
い
う
企
業
の
法
的
行
動
を
従
属
変
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
テ
1
7 ぜつ

て
l
i
l

宮

生

沢

節

に
関
す
る
日
本
の
法
社
会
学
者
の
出
版
業
績
が
ま
っ
た
く
見
当
ら
な
い
現
状
で

は
、
研
究
は
必
然
的
に
採
索
的
た
ら
ざ
る
を
え
ず
、
説
明
も
仮
説
と
し
て
提
示

さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
は
、
多
く
の
場
合
、
親
会
社
の
組
織
構
造
を
反

映
す
る
仕
方
で
設
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
異
る
環
境
は
呉
る

適
応
方
法
を
必
要
と
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
と
は
異
る
要
素
を
持
つ
ア
メ

リ
カ
の
環
境
に
適
応
を
試
み
る
過
程
で
、
ア
メ
リ
カ
の
環
境
下
で
発
達
し
一
般

化
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
企
業
の
組
織
構
造
を
も
取
り
入
れ
て
行
く
こ
と
は
、
十

分
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
の
研
究
は
、
日
本
に
起
源

を
持
つ
組
織
の
ア
メ
リ
カ
化
の
態
様
を
記
述
し
、
説
明
す
る
と
い
う
側
面
を
持
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つ
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
議
論
の
前
拠
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
企
業
の
社
内
法
務
態
勢
に
関
す

る
デ
ー
タ
が
必
要
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
企
業
規
模
や
産
業
分
野
に
よ

る
違
い
を
と
ら
え
た
、
分
析
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
化

の
程
度
の
測
定
は
、
理
想
的
に
は
、
同
一
規
模
・
同
一
産
業
分
野
の
ア
メ
リ
カ

企
業
と
の
比
較
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
期
待
さ
れ

る
分
析
的
な
デ
ー
タ
は
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
私
は
、
自
ら
の
手

で
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
デ
ー
タ
を
補
う
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
が
、
本
稿
で
報
告
す
る

も
の
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
、
資
金
的
・
時
間
的
制
約
の
た
め
に
、
全
産
業
分
野
を
対
象
と

す
る
調
査
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
私
が
実
施
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
電
気
・

電
子
関
係
企
業
(
以
下
で
は
、
電
機
余
業
と
呼
ぶ
)
二

O
七
社
に
対
す
る
郵

送
調
査
で
あ
る
。
こ
の
分
野
を
選
択
し
た
の
は
、
そ
れ
が
、
日
本
企
業
の
在

米
企
業
の
中
で
最
大
の
分
野
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
企
業
規
模
に

よ
る
違
い
は
と
も
か
く
、
産
業
分
野
に
よ
る
違
い
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き

:
、
。

ヂ
レ
旬
、
Uサ

ン
プ
ル
は
き
わ
め
て
小
さ
く
、
デ
ー
タ
自
体
も
き
わ
め
て
粗
雑
な
も
の
で

あ
る
。
十
分
な
デ
i
タ
分
析
に
必
要
な
企
業
法
、
経
済
法
、
そ
の
他
に
関
す
る

実
用
法
学
的
知
識
も
、
私
は
ほ
と
ん
ど
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
私
が
知
る
か
ぎ
り
、
こ
の
テ
!
?
に
関
す
る
日
本
の
法
社
会
学
者
の
出
版

北法33(1・90)90

業
績
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
本
稿
を
発
表
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
な
り

の
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
中
心
と
な
る
デ
ー
タ
は
、
私
の
二
度
目
の
滞
米
〈
一
九
七
九
年
八
月

ー
一
九
八
一
年
一
一
一
月
)
の
最
後
の
時
期
に
収
集
さ
れ
た
。
こ
の
留
学
は
、
北
海

道
大
学
法
学
部
か
ら
の
賜
暇
と
、
日
米
教
育
委
員
会
お
よ
び
イ
エ

l
ル
大
学
大

学
院
一
か
ら
の
奨
学
金
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
回
答
の
大
部
分

が
怠
の
帰
国
後
に
到
着
し
た
た
め
、
日
本
へ
の
転
送
に
は
、
ィ
ェ

l
ル
大
学
大

学
院
社
会
学
科
学
生
の
橋
本
明
子
さ
ん
と
、
妥
の
協
力
を
得
た
。

以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
企
業
の
社
内
法
務
態
勢
の
近
年
の
状

況
を
、
既
存
資
料
の
二
次
分
析
に
よ
っ
て
概
観
し
、
続
い
て
、
私
の
デ
ー
タ
を

提
示
し
な
が
ら
、
日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
に
関
し
て
留
立
、
注
目
す
べ
き

と
思
わ
れ
る
事
項
を
述
べ
る
。
付
録
に
調
査
票
を
掲
げ
、
本
文
で
は
、
項
目
番

号
を
、
「
Q
一
ー
ご
と
い
う
形
で
示
す
。

(

1

)

私
が
主
と
し
て
依
拠
す
る
の
は
、
一
『
O
R
B可
司
向
。

Rmu『
品

W
O
R
ω
広
岡
山
'

ω巳
同
ロ

n-F
吋
』
ザ
内
同
-
H
M
応
対
白
諸
島
町
内
ミ

NH3向
。
h
.
0
w
E向
島
、
に

N
R
S詰
ご

み

河
内
吉
良
川
吋
内
ロ
ミ

S
に

2
号
、
2
・A守
町
内
H

守
p
z
o
d
司ペ
C
同
「
一
回
同
吋
旬
。
円
侍

H
N
D
S
J
s
a
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
概
観
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
芦
R
E

岳
山
口
当
・

ζ
ミ

ぬ

円

』
r

k
戸

g
S
E
E
-
同き
E
g
N
2
H
h
b
ミ
。
Q
S千

H
A
N
H
3ミ
ぷ

ω
E
w
明
円
何
回
江

ω円
c
h
r
円
D
ロ仏
G
ロ
H
H
o
m
m
O
U
7切
E
F
H
m
w吋
∞
‘
加



護
野
忠
男
『
経
常
組
織
の
環
境
適
応
』
白
桃
書
一
房
(
一
九
八

O
)、
特
集
「
環

境
変
動
と
組
織
」

I
・
耳
、
組
織
科
学
て
て
一

t
二
(
一
九
七
八
)
、
特

集
「
組
織
間
関
係
論
」
組
織
科
学
一
五
・
四
三
九
八
一
)
。

一
、
ア
メ
リ
カ
企
業
の
法
環
境
と
社
内
法
務
態
勢
の
概
観

企
業
活
動
を
取
り
巻
く
ア
メ
リ
カ
の
法
環
境
は
、
一
九
六

0
年
代
後
半
か
ら
、

(
1
)
 

「
法
の
爆
発
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
変
化
を
遂
げ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
側
面
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
訴
訟
の
増
加
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
連
邦
地
裁
に
提
起
さ

れ
た
訴
訟
の
う
ち
、
企
業
を
被
告
と
す
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
六
つ
の

アメリカ電気・電子関係企業の社内法務態勢

分
野
で
は
、
表
一
の
よ
う
に
訴
訟
が
増
加
し
た
。
州
レ
ヴ
ェ
ル
の
訴
訟
も
同
様

に
増
加
し
た
こ
と
は
疑
い
が
な
く
、
訴
訟
の
背
後
に
、
訴
訟
に
至
ら
な
い
さ
ら

に
多
く
の
紛
争
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
が
、
訴
訟
を
管
理
し
、
紛
争
を
予
防
す
る
た
め
の
社
内
法
務
態
勢

の
強
化
を
導
い
た
こ
と
は
、
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
典
型
は
、
弁
護
士
が
マ

(
2
)
 

l
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
方
法
を
指
令
す
る
と
言
わ
れ
、
有
効
な
社
内
順
法
プ
ロ
グ
ラ

(
3
)
 

ム
の
確
立
が
提
唱
さ
れ
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
分
野
で
あ
る
が
、
社
内
法
務
部
の

関
与
は
、
さ
ら
に
多
く
の
分
野
に
わ
た
っ
て
拡
大
、
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
法
の
爆
発
」
の
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
は
、
企
業
活
動
の
規
制
を
拡
大
・
強

化
す
る
立
法
・
法
改
正
の
増
加
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
表
一
か
ら
も
、
従
来

存
在
し
な
か
っ
た
訴
訟
類
型
の
発
生
と
い
う
形
で
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
レ

ー
ガ
ン
政
権
の

経
済
諮
問
委
員

会
委
員
長
に
就

任
し
た
ワ
イ
デ

ン
ボ
ウ
ム
に
よ

れ
ば
、

一
九
六

二
年
か
ら
一
九

七
四
年
ま
で
の

主
要
な
連
邦
法

だ
け
で
も
、
表

二
の
よ
う
に
な

る

ワ
イ
デ
ン
ボ

ウ
ム
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
ら
の

立
法
・
法
改
正

の
特
徴
は
、
独

アメリヵ連邦地裁に提起された訴訟の

分野別の変化

1964 1蜘 1196811970 11972 

環境問題に関するもの 140 268 

公正な雇用に関するもの 1，045 

反トラスト i去に関するもの 420 480 707 929 1，379 

証券取引規制に関するもの 267 419 689 1，211 1，919 

特許・務作詩n.商標に関す I1硝 1，832 1，829 2，150 2，194 
るもの ' 

労働法に関するもの 3，336 3，518 3，999 4，987 

出典 EJeanor Carruth，“The‘Legal Explosion' Has Left 

Business Shell-Shocked，" Fortune， April 1973， p. 64. 
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立
行
政
委
員
会
を
含
む
政
府
機
関
に
、
事
実
上
、
企
業
が
行
う
意
思
決
定
を
代

表 1

行
す
る
役
割
を
与
え
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
職
業
安
全
健
康
法

(
O
n・

2
宮
己

OE-ω
丘
町
々
自
己
出

g-吾
〉
三
)
や
雇
用
差
別
禁
止
立
法
に
典
型



N
由
(
N
m
-
H
)
問
的
誕
特

企業活動に関する規制iを強化・拡火する主要な立法・法改正:1962-1974年表2十
l

、、山

hs 薬品の安全性・有効性に関する事前テストと，薬品のジェネリック
な名称を表示することを要求する

はじめての近代的生態保護立法

性JJIjによる賃金格差を解消する

職業上の差別を捜査するために，平等雇用機会委員会 (EqualEm-
ployment Opportunity Commission， EEOC)を創設する

7Kに対する環境保護的関与を拡大する

喫昭!の危険性に関する表示を要求する

自E

1963 

1964 

機官当日称

大気汚染防止法 (AirPollution Control Act) 

平等賃金法 (EqualPay Act) 

市民権法 (CivilRights Act) 

名の

食品・薬品関係の法改正

律法制定年

1962 

包装物の内容，数量，製造者の表示を要求する

自動車の安全基準を含めて，全国的安全プ ρ グラムを定める

労働条件に関するコントローノレを強化する

衣料・家庭用品を含めて，不燃繊維に関する安全基準を設定するた
めの連邦の権限を拡大する

チH際的検査システムの確立に対して連邦の援助を与え，搬入された
肉の品質基準を引き上げる

40歳から 65歳までの者に対する職業上の差別を禁止する

水質法 (WaterQuality Act) 

タバコ表示・宣伝法 (CigaretteLabeling and 
Advertising Act) 

公正包装・表示法 (FairPackaging and Labeling 
Act) 

交通安全法 (Tra伍cSafety Act) 

炭鉱の安全性に関する法改正

可燃繊維法 (FlammableFabrics Act) 

1965 

衛生獣肉法 (WholesomeMeat Act) 

1966 

1967 

年齢による雇用差別法 (AgeDiscrimination in 
Employment Act) 

消費者信用保護法 (ConsumerCredit Protection 
Act) 

信用取引における条件の完全な開示を要求する

升I際的土地売買の無法営業に対する防衛手段を定める州際土地売買完全開示法 (InterstateLand Sales 
Full Disclosure Act) 

1968 



汚染されたおI々 に対する対策を強化する

強制l的管理基殺と，毅庇のある原子力製品の回収を定める

連邦政府の機関とプロジェクトに対して，環境に対する影響の公表
を要求する

喫煙の危険性に関する警告を拡大する

要求されないクレディッ l・カードの発行を禁止する，カー i、の紛
失・盗難の場合の持主の責任を50ドノしに制限する;11i'用部門を規制l
L，消費者に記録閲覧継を与える

ブローカー，ディーラー，国法証券取引所のメンバーなどの顧客に
対する保護を拡大する，ブローヵーからの資金で，証券投資者保護
会社 (SecuritiesInvestor Protection Corporation)を設立する

有害物質から子供を守るための包装に関する基準を定める

衛生，fE肉法 (WholesomePoultry Products Act) 

健康・安全のための放射能管理法 (Radiation
Control for Health and Safety Act) 

国家環境政策法 (NationalEnvironmental 
Policy Act) 

公衆衛生喫煙法 (PublicHealth Smoking Act) 

述邦預金保険法 (FederalDeposit Insurance 
Act) 

1969 

1970 

大気基準を設定する

雇用主が順守すべき安全・健康基iltを定める

的
由

(
2
・H
)
伺

的

潟

村

鉛をベースに Lt:ニベンキを排除するためのプログラムを開発・実施
するために援助を与える

全国的な小型船舶安全システムを定める

消費者向け製品の安全基準を設定するための委員会を設立し，者し
L 、危険を伴う製品を禁止する

国家目標と Lて，航行可能な河川への汚染物質廃棄を1985年までに
廃止することを宣言する

製品と輸送機誌の騒音限界を規制する

EEOCに]幅見主主'訴追する権限を与える

存物防止包装法 (PoisonPrevention Packaging 
Act) 

大気汚染防止法 (CleanAir Act)改正

職業安全・健康法 (OccupationalSafety and 
Health Act) 

鉛ベ一ス.ベソキ排除法(仏Leadι-Bas民edPaint 
E日Jim凶i加nat

述邦小型船舶安全誌法宇 (FederalBoat Safety Act) 

消費者製品安全法 (ConsumerProduct Safety 
Actl 

連邦水質汚濁管理法 (FederalWater Pollution 
Control Act) 

騒音公害管理法 (NoisePollution and Control 
Act) 

平等雇用機会法 (EqualEmployment 
Opportunity Act) 

証券投資者保護法 (SecuritiesInvestor 
Protection A ct) 

1971 

1972 

総
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∞・

の
増
大
を
も
伴
う
。
費
用
の
一
方
は
、
規
制
を
行
う
た
め
に
政
府
機
関
が
支
出

的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
主
務
機
関
に
強
大
な
調
査
権
限
と
、
順
守
す
べ
き
基

準
を
設
定
す
る
権
限
を
与
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
は
、
そ
の
限
り
で
、
自

主
的
な
決
定
を
行
い
え
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
政
府
機
関
の
調
査
に
対
応
し
、

設
定
さ
れ
た
基
準
の
順
守
を
確
保
す
る
た
め
の
社
内
法
務
態
勢
の
強
化
を
必
要

と
す
る
。
企
業
組
織
上
の
も
う
ひ
と
つ
の
変
化
は
、
情
報
収
集
や
ロ
ピ
イ
ン
グ

を
中
心
と
す
る
、
対
政
府
関
係
部
門
の
鉱
大
・
強
化
で
あ
る
。

企
業
規
制
の
強
化
は
、
便
益
を
も
た
ら
す
だ
け
で
は
な
く
、
当
然
に
、
費
用

す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
、
規
制
に
従
う
た
め
に
企
業
が
支
出
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
財
政
と
企
業
実
績
が
と
も
に
悪
化
の
傾
向
を
強
め

(
5
)
 

た
一
九
七

0
年
代
後
半
に
は
、
規
制
緩
和
の
主
張
が
勢
い
を
得
る
こ
と
に
な
り
、

一
九
八
一
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
明
ら
か
に
そ
の
方
向
を
一
示
し

(
6
)
 

て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ご
く
最
近
の
逆
コ
ー
ス
が
、
た
だ
ち
に
社
内
法
務
態
勢
の

縮
小
を
ひ
き
お
こ
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
政
府
に
よ
る
直

北法33(1・94)94



援
規
制
の
一
部
が
緩
和
さ
れ
は
じ
め
た
に
す
ぎ
ず
、
現
政
権
が
い
つ
ま
で
存
続

す
る
か
予
測
し
え
な
い
う
え
に
、
政
府
機
関
を
当
事
者
と
し
な
い
紛
争
、
と
く

に
取
引
関
係
か
ら
発
生
す
る
紛
争
は
、
直
接
規
制
の
動
向
と
は
無
関
係
に
発
生

す
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
ア
メ
リ
カ
の
巨
大
企
業
に
お
け
る
社
内
法
務
態
勢
は
、
社
内
弁
護
士

の
数
で
一
不
す
と
(
た
だ
し
子
会
社
を
含
む
)
、
表
三
の
よ
う
に
、
大
規
模
ロ

1
・

ア
ァ

l
ム
に
匹
敵
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
記
。

社
内
弁
護
士
増
加
の
直
接
的
原
因
が
、
外
部
弁
護
士
に
対
す
る
支
払
の
増
大

に
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
が
な
い
。
司
法
省
が
提
起
し
た
反
ト
ラ
ス
ト
訴
訟
の
た

アメリカ電気・電子関係企業の社内法務態勢

め
一
九
七
九
年
に
七

O
O万
ド
ル
を
外
部
弁
護
士
に
払
っ
た

C
B
S
は
、
株
主

へ
の
年
次
報
告
で
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
そ
の
た
め
に
収
益
が
振
る
わ
な

か
っ
た
と
述
べ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
社
内
法
務
態
勢
維
持
の
た
め
に
、
社
内
弁
護

士
一
人
あ
た
り
で
計
算
し
て
一
一
万
ド
ル
ほ
ど
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
で
も
、

社
外
弁
護
士
へ
の
報
酬
が
一
時
間
に
つ
き
八
五
ド
ル
か
ら
二
五

0
ド
ル
も
す
る

状
況
で
は
、
社
内
弁
護
士
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
費
用
を
三

O
Mか
ら
五

O

%
近
く
も
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
社
内
弁
護

士
を
持
た
な
か
っ
た
中
小
企
業
で
も
、
社
外
弁
護
士
の
支
払
い
が
年
間
二
五
万

ド
ル
を
超
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
社
内
弁
護
士
を
採
用
す
る
価
値
が
十
分
に
あ
る

と
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
特
殊
な
法
律
問
題
ゃ
、
訴
訟
追
行
の
た
め
に
は
、
社
外
弁
護
士

i人数(同

アメリカン・テ ン&1 nA" 11 
テレグラフ 1 902 il11 

エクソ γ 1 384 11 12 

不ラノレ・エレクトリッ l li 
クエ 4 J1 3021112 

プノレーデンシ 7ノレ保険会社 1202 '!I 14 

別 il15

188 Ii 16 

179 1I 17 

1591i 18 

152 11 18 

150 11 20 

出兵: “For lawyers: An inside job，" BusIness TVeek， Septernber 1， 1980， 

p. 71. 

社内弁護士数の上位20社(子会社の人数を含む)表 3

140 I 

138 I 

138 I 
131 ' 

129 

110 ， 

108 I 

104 

104 : 

名

J
J
 

ロ，ノク-ア
ド
h
1
!

油

ツ

石

テ

ヲ

ル

イ

サ

エ

ナ

ズ

キ

シ
ユ
一

-7

ハートフォード保険グルー
プ

IBM 

アトランティク・リッチフ
ィーノレド

シアーズ・ローパック

ウェスデイングハウス・エ
レクトザック

フォード・モーター

ユニオン・カーバイド

;長人
」五二ー名

モービノレ石油

スタンダード石油
(インディプナ)

ジェネラノレ・'<:-3'ーズ

ガノレア石油

業八
』ニー

デュ・ポン

2 

4 

3 

7 

5 

6 

8 

9 

101 I ノミンク・アメリカ
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を
活
用
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る

Q

し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
コ
ス
ト
・
コ

ン
ト

?
lル
の
必
要
性
か
ら
、
企
業
に
よ
っ
て
は
、
社
外
弁
護
士
か
ら
の
報

酬
・
費
用
の
事
後
的
な
請
求
を
待
つ
と
い
う
従
来
の
方
式
を
廃
止
し
て
、
案
件

ご
と
に
、
投
入
す
る
弁
護
士
そ
の
他
の
絡
や
数
、
作
業
の
範
問
、
時
間
あ
た
り

の
報
酬
レ
イ
ト
、
そ
の
他
に
つ
い
て
、
事
前
に
社
内
弁
護
士
の
許
可
を
求
め
さ

せ
る
方
式
を
採
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
実
際
、
審
査
す
る
側
も
弁
護
士
で
な

け
れ
ば
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
社
外
弁
護
士
を
適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
若
干
の
法
律
知
識
は
持
つ
が
法
曹
資
絡
は
な
く
、
弁
護
士
よ
り
も
は

る
か
に
低
い
給
与
で
一
胤
う
こ
と
が
で
き
る
バ
ラ
・
リ
l
ガ
ル
(
官
同
包
括
ろ
を
採

用
し
、
調
査
や
定
型
的
案
件
の
処
理
を
さ
せ
る
企
業
は
、
き
わ
め
て
一
般
的
で

あ
る
し
、
訴
訟
を
も
社
内
弁
護
士
の
み
で
処
理
す
る
企
業
も
、
頻
繁
か
つ
反
復

的
な
-
訴
訟
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
金
融
・
保
険
業
界
を
中
心
と
し
て
、
次
第
に
増

加
し
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
パ
ン
ク
・
ア
メ
リ
カ
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の

訴
訟
を
社
内
で
処
理
し
て
い
る
し
、
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
保
険
グ
ル
ー
プ
は
、
係

属
中
の
訴
訟
三
万
九
千
件
(
/
〉
の
う
ち
、
約
三
分
の
一
を
社
内
で
処
理
し
て

い
る
と
い
う
。
法
務
部
内
に
訴
訟
専
門
部
門
を
持
つ
企
業
は
、
た
と
え
ば
、
ロ

l
・
ア
ン
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
社
発
行
の
社
内
弁
護
士
総
院
に
よ
っ
て
、
容
易
に
発
見

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
紛
争
予
防
の
た
め
の
日
常
的
活
動
が
強
化
さ
れ
、
ト
ッ

プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
他
部
門
が
必
要
と
す
る
特
に
、
社
内
事
情
に
通
じ
た
法

北法33(1・96)96

律
専
門
家
が
容
易
に
利
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
直
接
的
コ
ス
ト
の
問
題

を
越
え
た
、
社
内
法
務
態
勢
充
実
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

社
内
弁
護
士
の
機
能
が
、
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
助
言
者
、
社
外
弁

護
士
の
管
理
者
と
い
う
性
格
を
強
め
る
に
つ
れ
て
、
ロ

l

・
フ
ァ
ー
ム
で
成
功

で
き
な
か
っ
た
二
流
の
弁
護
士
と
い
う
評
価
は
、
次
第
に
減
少
し
つ
つ
あ
る
。

ト
ッ
プ
・
ラ
ン
ク
の
社
内
弁
護
士
の
年
収
は
、
プ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
も

含
め
て
、
八
万
ド
ル
か
ら
一
二

O
万
ド
ル
に
達
し
て
お
り
、
大
規
模
ロ

l

・
フ
ァ

ー
ム
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
匹
敵
し
て
い
る
。
ロ

l
・
ス
ク
ー
ル
新
卒
者
の
中
で
も
、

た
だ
ち
に
社
内
弁
護
士
と
な
る
者
が
増
加
し
つ
つ
あ
り
、
デ
ュ
・
ポ
ン
な
ど
は
、

新
規
採
用
の
三
分
の
こ
が
新
卒
者
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
、
ア
メ
リ
カ
企
業
の
社
内
法
務
態
勢
に
関
し
て
報
じ
ら
れ
る
、
最
近
の
最

も
顕
著
な
動
向
を
要
約
し
て
み
た
。
私
に
と
っ
て
の
最
も
重
要
な
問
題
は
、
ア
メ

リ
カ
企
業
の
社
内
法
務
態
勢
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
る
特
徴
が
、
業
種
や
企
業
規

模
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
企
業
の
在
米

現
地
法
人
の
社
内
法
務
態
勢
を
ア
メ
リ
カ
化
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す
る
た
め

に
は
、
最
も
先
進
的
な
ア
メ
リ
カ
企
業
と
比
較
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
'
っ
て
、

同
業
種
・
同
規
模
の
ア
メ
リ
カ
企
業
と
の
比
較
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

組
織
構
造
の
点
で
、
ア
メ
リ
カ
企
業
の
社
内
法
務
態
勢
の
典
型
的
形
態
と
し

て
常
識
化
し
て
い
る
の
は
、
最
小
限
、
次
の
三
点
で
あ
ろ
う
。



(

1

)

 

ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
直
属
す
る
ス
タ
ッ
フ
部
門
の
一
部
と
し
て
、

2 
」ノ

構 法
成法務
さ務部
れ部会
るは~
。、五

秘己L

書 A
な主
ど t
の高
補三
助二
業担
務司

者 5「
を~
除己
けヨ
ば g

すが
J¥"'-

τる

護
土
で

(
3
)
 
法
務
部
長

(mg官
主

2
5
E
C
は
、
副
社
長
(
丘
町
印
刷
肖

E
L
g宍

秘
書
役

(g弓
c
g芯
E
R
E
R三
、
財
務
役
言
。

E
R
O吋
)
な
ど
を
兼
ね

(
9
)
 

る
役
員

(
C
B
S吋
)
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
き
わ
め
て
表
面
的
な
事
項
に
関
し
て
す
ら
、
企
業
間
差

アメリカ電気・電子関係企業の社内法務態勢

異
に
関
す
る
分
析
的
な
デ
ー
タ
を
見
つ
け
る
こ
と
は
、

な
し

必
ず
し
も
容
易
で
は

た
し
か
に
、
社
内
法
務
態
勢
の
整
備
に
取
り
組
む
日
本
企
業
に
と
っ
て
、
ア

メ
リ
カ
企
業
の
社
内
法
務
態
勢
は
、
一
貫
し
て
研
究
課
題
と
さ
れ
て
き
た
。
視

祭
報
告
や
、
企
業
法
務
専
門
誌
『
ビ
ジ
ネ
ス
・
口

l
ヤ

l
』
特
集
号
の
印
刷
訳
を

(
凶
〉

含
む
多
数
の
日
本
語
文
献
が
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
分
析
的
な
デ
l
タ
を
提
供
す
る
も
の
は
、
見
当
ら

亡
、
。

古
、
し社

内
法
務
態
勢
に
関
す
る
分
析
的
な
調
査
・
研
究
が
見
当
ら
な
い
点
で
は
、

ア
メ
リ
カ
の
状
況
も
日
本
の
そ
れ
か
ら
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
社
内
法
務
態
勢

の
発
達
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
法
社
会
学
・
組
織
社
会
学
の
層
の
厚
さ
と
い

う
点
に
お
い
て
も
、
日
本
を
は
る
か
に
引
き
離
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
社
内
法
務
態
勢
の
社
会
科
学
的
研
究
と
言
え
る
も
の
は
、
ほ
と
ル

ど
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
企
業
・
環
境
問
の
関
係
と
社
内
法
務
態
勢
と
を
関
連
さ
せ
た
研
究

と
し
て
は
、
社
外
弁
護
士
の
取
締
役
就
任
を
扱
っ
た

L
叫
し
か
見
当
ら
ず
、
社

内
弁
護
士
に
つ
い
て
も
、
弁
護
士
と
し
て
の
役
割
と
社
員
と
し
て
の
役
割
の
葛

藤
を
心
理
学
的
に
分
析
し
た
、
ド
ネ
ル
の
古
い
札
鰐
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、
弁
護
士
研
究
の
包
括
的
な
ピ
プ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
を
編
集
し
た

エ
イ
ベ
ル
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

実
務
家
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
、
前
出
の
『
ビ
ジ
ネ
ス
・
ロ

l
ヤ
l
』
を
逸

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
全
米
法
曹
協
会
(
〉

S
2
w
g
H
w
g
〉
E
S
E
-
o乏

の
企
業
・
銀
行
・
事
業
活
動
法
部
会

3
2己
g
q刊
の

o
G
2
2
S
F
∞
呂
r
g
m

B
仏

国

巳
ω
山口
o
g
F白
川
司
)
の
機
関
誌
で
あ
る
本
誌
は
、
ア
メ
リ
カ
企
業
が
現
に

直
面
し
て
い
る
法
律
問
題
を
知
る
う
え
で
最
善
の
文
献
で
あ
っ
て
、
と
く
に
、

企
業
法
務
部
委
員
会

(
h
o
B
B
一2
2
D
ロ
わ
ミ
喝
O
B
Z
戸
田
君
り
ぬ
宮
ス

B
g
s

{
H
)
 

が
開
催
し
た
セ
ミ
ナ
ー
に
関
す
る
特
集
号
は
、
法
務
部
の
状
況
を
知
る
，
う
え
で

有
益
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
の
性
質
上
、
個
別
問
題
領
域
の
処
理
方
法
ゃ
、
法
務
部
の
マ
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ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
、
実
際
的
課
題
に
関
心
が
集
中
す
る
の
で
あ
っ
て
、
分
析

的
な
デ
ー
タ
は
存
在
し
な
い
。

ぞ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
人
弁
護
士
コ
ル
ヴ
ェ
ン
パ
ッ
ハ
に
よ
る
包
括
的
な
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毒
物
は
、
「
社
内
弁
護
士
の
役
割
と
機
能
」
「
社
内
法
務
部
の
機
能
」
「
社
内
弁

護
士
対
社
外
弁
護
士
」
「
社
内
法
務
部
の
内
部
組
織
」
「
管
理
」
と
い
う
、
き
わ

め
て
分
析
的
な
構
成
を
持
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
残
念
な
こ
と
に
、
既
存
文
献

の
二
次
分
析
に
終
始
し
て
い
て
、
企
業
特
性
と
の
関
係
で
企
業
間
差
異
を
論
じ

る
こ
と
が
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
私
は
、
十
分
に
適
切
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
現
時
点
で

は
最
善
の
デ
ー
タ
を
使
う
こ
と
で
、
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
は

ア
l
サ
l

・
ヤ
ン
グ
社
の
調
査
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
私
自
身
の
調
査
で

あ
る
。ア

l
サ
l
・
ヤ
ン
グ
社
は
、
ニ
ュ

l
・
ヨ
ー
ク
市
法
曹
協
会
の
委
託
に
よ
っ
て
、

一
九
八

O
年
に
、
社
内
弁
護
士
の
給
与
を
中
心
と
す
る
調
査
を
行
っ
問
。
サ
ン

プ
ル
は
、
全
国
の
、
法
務
部
を
持
つ
中
規
模
以
上
の
企
業
、
約
二
七

O
社
で
あ

る
。
そ
れ
ら
は
、
製
造
、
非
製
造
、
金
融
の
三
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
て
い
る

が
、
私
の
研
究
で
は
対
象
外
の
金
融
を
除
外
す
れ
ば
、
製
造
一
一
九
社
、
非
製

造
九
一
社
、
合
計
二
一

O
社
と
な
る
。
製
造
、
非
製
造
に
分
類
さ
れ
て
い
る
産

業
分
野
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
製
造
〕

基
本
素
材
(
宮
田
町
ロ

B
S
2
E田
)
、
電
気
機
器
製
造
、

加
工
金
属
製
品
、
食

品
、
機
械
、
紙
製
品
、
未
加
工
金
属
、
出
版
、
繊
維
・
衣
料
、
輸
送
機
器

〔
非
製
造
〕

農
林
鉱
業
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
サ
i
ヴ
ィ
ス
、
化
学
・
石
油
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
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ヨ
ン
、
土
木
・
建
築
、
小
売
、
運
送
、
公
益
事
業
(
ロ
巳
即
時
町
内
切
)
、
卸
売

こ
の
調
査
は
、
法
務
部
の
有
無
と
い
う
点
で
の
企
業
間
差
異
に
つ
い
て
は
触

れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
し
、
法
務
部
を
持
つ
企
業
の
中
で
も
比
較
的
に
大
規
模
な

も
の
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
公
表
さ
れ
た
デ

-
字
と
し
て
は
最
善
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
私
が
必
要
と
す
る
最
も
姦

本
的
な
デ
ー
タ
と
し
て
、
ま
ず
、
企
業
規
模
と
法
務
部
の
規
模
・
構
成
に
関
す

る
デ
l
タ
を
引
用
し
て
み
た
い
。

表
四
は
、
年
間
売
上
高
で
と
ら
え
た
企
業
規
模
ご
と
に
、
法
務
部
の
規
模
・

構
成
の
平
均
値
を
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
弁
護
士
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
数

の
事
務
職
員
(
ほ
と
ん
ど
秘
書
と
み
な
し
て
よ
い
)
を
主
体
と
し
な
が
ら
、
ほ

ぽ
企
業
規
模
に
比
例
し
て
増
大
し
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

日
本
国
内
で
の
社
内
法
務
態
勢
と
比
較
し
て
み
る
と
、
社
内
弁
護
士
の
有
無

が
決
定
的
な
違
い
で
あ
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
法
務
の
実
質
的
担

当
者
と
し
て
ア
メ
リ
カ
企
業
の
社
内
弁
護
士
に
相
当
す
る
の
は
、
日
本
で
は
男

子
専
従
職
員
で
あ
ろ
う
が
、
日
米
の
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
違
い
は
、
補
助
職

員
の
数
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
企
業
で
は
、
ア
メ
リ
カ
ほ
ど
の
比
重

で
補
助
職
員
を
与
え
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

在
米
現
地
法
人
の
社
内
法
務
態
勢
の
ア
メ
リ
カ
化
は
、
構
成
の
点
で
も
規
模

の
点
で
も
、
容
易
で
な
い
こ
と
が
想
像
で
き
よ
う
。
在
米
日
本
企
業
の
う
ち
で
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年間売上高 (1979年度)と法務部の規模・構成(平均人数)

年一 1 12億一一吋 億ドルi2億ドル 以上 以上 以上 以上50億トル

法務部の構成 未 満 開 lル叫ヤ億トノレ億ドルl 以上
未満 未満 未満 未満;

企業数 (19) (25) (17) (18) 間 lM
雇 弁護士 1.9 3.9 7唱5 14‘O 27.1 1 52.9 

0.1 0.4 0.5 2.9 
造 フェッショナノレ

パラ・リーガノレ 0.5 1.8 3.3 i 2.6 

き 事務職員 1.6 3.5 I 5.3 11.8 23.3 I 51.7 

合計 8.4 I 14.0 30.5 57.5 I 118.1 

(企業数) (12) (26) : ( 9) (17) (19) ( 8) 
r-、

弁 護 士 3.1 6.0 I 7.8 13.0 27.2 51.0 ヨド

製
弁護士以外のプロ l 0.2 0.8 ! 1.7 2.0 4.8 5.4 
ブェッショナル

造 パラ・リーカノレ 0.3 0.6 2.2 2.0 2.3 9.6 

業 事務職員 2.2 6.4 9.1 10.8 
'-' 

合 3十 5.8 13.8 20.8 27.8 61.3 I 109.3 

表4

出典 TheCommittee on Corporate Law Departments， The Association 
。fthe Bar of the City of New Y ork， 1980 Report of Survey 
ofCoゆorateLaw Dψartmenls CompcnsatioTl and OrganizatioTl 

Practices， New York: Arthur Young & Co.， 1980， pp. 3，45. 

法
務
担
当
部
門
を
持
つ
も
の
は
、
ま
ず
表
四
の
デ
ー
タ
と
比
較
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。

な
お
、
在
米
現
地
法
人
の
業
種
別
分
類
と
し
て
最
も
基
本
的
な
の

は
、
商
社
か
そ
れ
以
外
か
と
い
う
分
類
で
あ
ろ
う
が
、
ア

l
サ

l
-

ヤ
ン
グ
社
の
分
類
は
そ
れ
に
対
応
し
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
総
合

商
社
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
以
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
研
究
の
本
体
に
お
け
る
比
較
検
討
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
デ

ー
タ
に
つ
い
て
製
造
業
と
非
製
造
業
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
お
よ

そ
の
数
値
を
用
い
た
い
。
た
と
え
ば
、
年
間
売
上
高
二
億
ド
ル
未
満

の
規
模
で
は
、
社
内
弁
護
士
数
二
J
一
一
一
人
、
法
務
部
員
の
総
数
回
J

六
人
と
す
る
の
で
あ
る
。
探
索
的
性
格
を
持
つ
私
の
研
究
で
は
、
こ

の
程
度
の
お
お
ま
か
な
数
値
で
十
分
で
あ
る
。

ア
l
サ

l
-
ヤ
ン
グ
社
の
調
査
か
ら
は
、
社
内
弁
護
士
の
収
入
に

関
す
る
デ
ー
タ
も
引
用
し
て
お
き
た
い
。
日
本
国
内
に
お
い
て
社
内

弁
護
士
の
経
験
が
な
く
、
し
か
も
、
親
会
社
と
基
本
的
に
は
同
一
の
、

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
一
般
社
員
を
区
別
し
な
い
給
与
体
系
を
導

入
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
か
り
に
社
内
弁
護
士
の
採
用
に
踏
み
切
っ
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た
場
合
で
も
、
現
地
法
人
は
、
そ
の
処
遇
に
悩
む
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
社
内
弁
護
士
を
持
つ
現
地
法
人
の
す
べ
て
が
そ
の
給
与
を
明

ら
か
に
し
て
く
れ
る
と
は
期
待
で
き
な
い
が
、
比
較
の
基
準
は
用
意
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し
て
お
き
た
い
。

ア

l
十

l
・
ヤ
ン
グ
社
の
調
査
は
、
社
内
弁
護
士
を
次
の
七
ラ
ン
ク
に
分
け

て
い
る
。
法
務
部
長
以
外
は
適
訳
が
な
い
の
で
、
英
語
名
で
示
し
て
お
こ
う
。

法
務
部
長

企
業
全
体
の
法
務
事
項
を
指
揮
す
る
法
務
最
高
責
任
者

法
務
部
長
の
補
佐
役
中
で
最
高
位
の
者

チ
ー
フ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト

マ
ネ
ジ
ン
グ
・
ア
ト
l
ニ
イ

法
務
部
内
の
監
督
・
調
整
に
責
任
を
負
う
シ

ニ
ア
・
ア
ト

1
ニ
イ

セ
ク
シ
ョ
ン
・
ヘ
ッ
ド

法
務
部
内
の
一
グ
ル
ー
プ
を
管
理
す
る
シ
ニ
ア

ア
ト

l
ニ
イ

ハ
イ
・
レ
ヴ
ェ
ル
・
ス
ベ
シ
ァ
リ
ス
ト

特
定
分
野
の
専
門
家
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
る
シ
ニ
ア
・
ア
ト
l
ニ
イ

シ
ニ
ア
・
ア
ト

l
ニ
イ

企
業
活
動
の
重
要
部
分
に
関
連
す
る
法
務
事
項
に

責
任
を
負
う
高
度
の
資
格
を
持
つ
社
内
弁
護
士

ジ
ュ
ニ
ア
・
ア
ト

I
ニ
イ

上
記
以
外
の
社
内
弁
護
士

現
地
法
人
の
社
内
法
務
態
勢
が
こ
れ
ほ
ど
の
階
級
分
化
を
伴
う
規
模
に
達
し

て
い
る
と
は
期
待
で
き
な
い
が
、
社
内
弁
護
士
に
対
す
る
給
与
か
ら
、
ア
メ
リ

カ
企
業
で
は
ど
の
ラ
ン
ク
に
あ
た
る
質
の
弁
護
士
を
雇
っ
て
い
る
か
を
推
測
す

る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
で
あ
ろ
う
。

表
五
は
、
年
収
と
企
業
規
模
を
、
右
の
七
一
プ
ン
ク
に
つ
い
て
示
す
。
年
間
売

上
高
二
億
ド
ル
未
満
の
企
業
で
は
、
マ
ネ
ジ
ン
グ
・
ア
ト
l
ニ
イ
か
ら
ハ
イ
・

企業規模 (1979年度売上高)と社内弁護士の平均年収(千ドノレ)

企¥業¥師年収ι。¥類型

ボーナスなし ボーナス あり

1980年基本給 19801f.~*給 1979年ボ寸合 言十

製造 非製造 製造 非製造製造 非 製 造 製 造 非製造

〔法務部長〕

2億ドノレ未満 59 65 67 73 17 16 84 90 

2億ドノレ以上
70 73 73 80 23 21 97 102 5億ド、ノレ未満

5億ドノレ以上
95 83 76 30 11 113 88 10億ドル未満

10億ドル以上
一 117 108 96 45 27 154 124 20街、ドノレ未満

201意ドノレ以上 112 137 48 77 160 215 50億ドノレ未満

50億ドノレ以上 168 138 85 57 254 195 

一一一一
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表5



アメリカ電気・電子関係、企業の社内法務態勢

¥企醐加i ¥問
ボーナスなし ボーナスあり

1980年基本給
一 端 1

1明年ボナス|合 言十

製造 非製造 製造 非製造製造 非製造製造 非製造

〔チーフ・アシスタント]

2億ドノレ未満 25 44 

2億ドノレ以上
59 48 46 50 7 8 54 59 

5億ドノレ未満

5億ド、ノレ以上
67 52 58 11 70 10億トソレ未満

10億ド‘ノレ以上
59 66 69 62 21 17 90 80 

20億ドノレ未満

20億ド、ノレ以上
76 72 75 19 20 92 95 

50億ドノレ未満

50億ドノレ以上 105 97 85 29 20 126 106 

〔マネジング・アトーニイ〕

2億ドノレ未満

2億ドノレ以上 32 55 44 5 50 
5億ドノレ未満

5億ドノレ以上
49 13 62 10億ドノレ未満

10億ドル以上 66 63 61 19 5 82 66 20億ドル未満

20億ドル以上 62 62 54 55 10 21 64 76 50億ドル未満

50億ドル以上 76 68 73 68 16 10 89 78 

〔セクショ γ ・ヘヅド〕

2億ドノレ未満

2億ドル以上 35 41 48 57 8 11 56 69 5億ドノレ未満

5億ドル以上 50 8 59 
10億ドノレ未満

10億億 ドル以上
20 ドノレ未満

47 49 53 54 10 11 64 66 

20億億 ドノレ以 t
50 ド、ノレ未満 49 59 52 63 9 17 62 81 

50億ドル以上 68 56 75 55 17 19 93 75 

北法33(1・101)101
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金菜¥ト年収の煩型 ↓ボーナスなし
ボーナス あり

1980年基本給 1980年基本給 1979年ボーナス 合 計

製造 非製造 製造 非製造製造 非製造製造 非製造

〔ハイ・レヴェノレ・スベシアリスト〕

2億ドノレ未満 37 

2億ドノレ以上 46 44 40 39 7 3 47 43 
5億ドノレ未満

5億ドノレ以上 52 42 7 50 
10億ドノレ未満

10億ドノレ以上 45 49 40 5 5 55 45 
20億ドノレ未満

20億億ドノレ以上
50 ドノレ未満

41 41 48 56 9 12 57 69 

50億ドノレ以上 51 48 59 51 10 18 70 70 

〔シニア・アトーニイ〕

2億ドノレ未満 37 35 35 45 3 8 38 541 
2億ドノレ以上
5億ドノレ未満 40 35 37 37 5 3 42 40 

5倍、ドノレ以上
43 38 41 8 50 10億ドノレ未満

10億ドル以上
40 42 44 46 5 4 50 50 20億ドノレ米満

20億ドル以上
42 44 46 45 7 6 54 51 50億ドノレ未満

50億ドノレ以上 59 43 59 41 6 10 65 52 

〔ジュニア・アトーニイ〕

2億ドノレ未満 24 25 

2億ドノレ以上
25 28 5億ドノレ未満

5億ドノレ以上
27 30 10億ドノレ未満

10億ドル以上
31 33 29 34 1 2 31 36 20億ドル未満

20億ドノレ以上
31 30 32 34 2 3 35 38 50位、ドノレ未満

50億ドル以上 38 35 40 34 3 6 43 41 

出典 TheCommittee on Corporate Law Departments， The Association 
。fthe Bar of the City of New York， 1980 Rφort of Survey of 

Corporate Law Detartments Compensation and Organizati，οn 

Practices， New York: Arthur Young & Co.， 1980， pp. 79-86. 

北法33(1・102)102
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ユ
ニ
ア
・
ア
ト
l
ニ
イ
で
は
、
年
間
売
上
高
一

O
億
ド
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
ボ

ー
ナ
ス
制
を
採
る
企
業
が
な
く
、
そ
の
額
も
、
基
本
給
の
一
O
W
A
程
度
に
と
ど

ま
る
。
な
お
、
ボ
ー
ナ
ス
制
を
採
る
場
合
で
も
、
ボ
ー
ナ
ス
制
を
採
ら
な
い
企

業
と
ほ
ぼ
同
額
か
、
む
し
ろ
多
い
く
ら
い
の
基
本
給
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
、
注
意
し
よ
う
。

レ
ヴ
ェ
ル
・
ス
ベ
シ
ァ
リ
ス
ト
ま
で
の
分
化
は
、
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
く

見
ら
れ
な
い
。

年
収
の
絶
対
値
で
は
、
法
務
部
長
と
チ

i
フ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
聞
の
格
差

が
大
き
く
、
そ
れ
以
下
で
は
、
な
だ
ら
か
に
減
少
し
て
い
く
。
年
収
の
構
成
で

は
、
ボ
ー
ナ
ス
制
採
用
の
分
布
に
注
目
し
た
い
。
法
務
部
長
の
大
部
分
、
と
く

に
年
間
売
上
高
二

O
億
ド
ル
以
上
の
企
業
の
法
務
部
長
の
す
べ
て
が
ボ
ー
ナ
ス

を
受
け
取
り
、
そ
の
額
も
基
本
給
の
五

O
%に
も
達
し
う
る
の
に
対
し
て
、
ジ

表
六
は
、
社
内
弁
護
士
の
平
均
年
収
を
法
務
部
の
規
模
別
に
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
表
は
金
融
関
係
企
業
を
も
含
む
デ
ー
タ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
や
む

法務部の規模(社内弁護士数)と

社内弁護士の平均年収(千 1:ノレ)

認めボーナス
ボーナスあり ! な L

1980年 1980年 IJ97:年 I合計 li 
基本給 基本給ボーナス

〔法務部長〕

81 
6-10人 91 34 125 
11-20人 97 52 169 

〔チーフ・アシスタント〕

50 
6-10人 56 61 77 
11-20人 70 69 16 86 

[-;>，ネシング・アトーニイ〕

42 
6-10人 81 
11-20人 71 10 65 

〔セクション・ヘットJ

58 
6-10 56 
11-20 人人 46 61 

〔ハイ・レヴェノレ・スペシアリスト〕

45 
6-10人 40 49 
11-20人 39 49 

〔シニア・アトーニイ〕

4 43 
6-10人 39 6 48 
11-20人 42 43 6 49 

〔ジュニア・プトーニイ}

33 
6-10人 29 31 
11-20人 33 36 

表 6

出典 TheCommittee on Corporate Law 

Departments， The Association of 

the Bar of the City of New Y ork， 
1980 Reψρort of Su附rveり'YOfCOlφp噌oratee 
LawDeψ'jJaωrtme問ntね5ζCo刀zψρenS4似'ationand 

Orgaωn削H伐'zatれ1

Arthur Y oung & Co.， 198ω0， pp. 9但1-9似4.
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J

ヘ
司
同
}
向
い
〉

HArロ『

J

へC
E
口
問
伶

(
U
D
-
-

巴∞。・

二
、
ア
メ
リ
カ
電
機
企
業
の
社
内
法
務
態
勢

私
の
調
査
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
電
気
・
電
子
関
係
企

業
上
位
二

O
七
社
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
[
サ

l
・
ヤ
ン
グ
社
の
調
査
で

は
、
企
業
規
模
が
ど
の
程
度
に
な
れ
ば
法
務
部
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
か
知
る

こ
と
が
で
き
ず
、
法
務
部
長
の
地
位
、
法
務
部
設
置
の
根
拠
規
定
の
有
無
、
そ

の
他
、
日
本
に
つ
い
て
経
営
法
友
会
と
商
事
法
務
研
究
会
の
共
同
調
査
が
提
供

し
て
く
れ
た
程
度
の
分
析
的
デ
ー
タ
も
得
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
を
補
足
す

る
た
め
に
実
施
し
た
の
で
あ
る
。

Fコ
.L、

vコ 尽

む丘
二、、

雪 Z
.:..1 (1) 

H 君、∞
匂
持町1
ど3 円

c 
切型
ぬ と士

c: t:d 
空 E
i:j" S. 
出 g
巧 3
I'l '" 岡田

島0..
ω 

司
1:: 'rr." 
:::>:: p.. 
円、

~ cll 
:;. 0 
】切ロ。
!!'。。
ト~

~ t' 

ti 
あ者

る
。
乙
れ
は
、

s
I
C
(
ω
gロ
E
E
F
ι
5片

岡
山

m
-
2
2
a
p旦
ザ
ロ
標
準
産

業
分
類
)
別
に
、
年
間
売
上
高
に
よ
っ
て
企
業
を
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
。
私

は、

s
I
C
三
六
一

(
送
配
電
機
器
)
か
ら
三
六
九
(
そ
の
他
の
電
気
機
器
)

ま
で
に
つ
い
て
、
年
間
売
上
高
四
、

0
0
0万
ド
ル
以
上
の
企
業
を
抽
出
し
、
一

企
業
の
部
門
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
除
い
て
、
二

O
七
社
に
調
査
票
を
送
っ
た
。

宛
先
は
社
長

(pg-Lg乙
で
あ
っ
て
、
法
務
事
項
に
通
じ
て
い
る
者
に
回
答
・

返
送
さ
せ
る
こ
と
を
依
頼
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
回
答
の
匿
名
性
も
保
証
し
た
。

使
用
可
能
な
回
答
を
得
た
の
は
、
五
五
社
で
あ
る
。
直
接
の
回
答
者
の
多
く

は
、
法
務
担
当
部
門
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
長
ま
た
は
補
佐
役
、
法
務
担
当
部

門
が
な
い
場
合
に
は
総
務
担
当
副
社
長

(
5
2
p
g
E
E
T〉
L
E
S
E
E
S

円
円
。
芝
、
秘
書
役
示
。
門
司

D
E件。

F
2
2
R芝
、
会
計
役
(
目
。
回
目

E
B円
)
、
な
ど

で
あ
っ
た
。

表
七
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
企
業
規
模
別
の
構
成
比
で
、
調
査
対
象
全
体

と
問
答
企
業
の
悶
に
有
意
差
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
デ
ー
タ
は
、
少

な
く
と
も
調
査
対
象
と
な
っ
た
規
模
の
も
の
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
電
機
企
業

の
状
況
を
か
な
り
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
い
。

と
の
調
査
の
デ
l
タ
と
直
接
に
比
較
可
能
な
の
は
電
気
(
電
子
〉
機
器
・
部

品
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
機
器
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
岡
部
品
、
な
ど
の
分
野

の
在
米
現
地
法
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
四
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
企
業
の
社

内
法
務
態
勢
は
、
規
模
別
に
と
ら
え
る
と
、
業
種
間
で
大
き
な
違
い
が
な
い
よ
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アメリカ電気・電子関係企業の社内法務態勢

企業規模別構成比(%)

調査対象全体 回答企業

年間売上高 (1978)
(撒構成比 (実数)

4000万ドル以上6000万ドノレ未満 27.0 ( 56) 32.7 (18) 

6000万ド‘ノレ以上 1億ドル未満 22.7 ( 47) 21.8 (問|

1億ドノレ以上 2億「ノレ未満 20.8 ( 43) 20.0 (11) 

2億ドノレ以1:10億ドノレ未満 21.3 ( 44) 12.7 

10億ドノレ以上 8.2 ( 17) 12.7 ( 7) 

f1 E十 100.0 100.0 (55) 

表 7

う
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で

は
、
小
サ
ン

プ
ル
に
よ
る

も
の
で
は
あ

る
が
、
こ
の

調
査
の
デ

l

タ
を
、
現
地

法
人
一
般
に

関
し
て
ヒ
ュ

ー
リ
ス
テ
ィ

ヅ
ク
に
用
い

χ2=3.94， df=4， 0.30<p<0.50 

る
こ
と
が
許

さ
れ
よ
う
。

(

1

)

 

社
内

弁
護
士

を
伴
う

法
務
担

当
部
門

の
右
u
盤…

表
八
は
、
「
社
内
弁
護
士
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
法
務
に
責
任
を
負
う
部
門
」

の
有
無
を
、
企
業
規
模
別
に
示
す

(O-
一
l
一
)
。
年
間
売
上
高

(
Q三
|
一
)

三
億
ド
ル
を
境
に
し
て
、
そ
の
よ
う
な
法
務
担
当
部
門
を
持
た
な
い
企
業
が
急

に
消
滅
す
る
。
す
な
わ
ち
、
年
間
売
上
高
二
億
ド
ル
を
超
え
る
企
業
規
模
に
達

企業規模 (1980年度年間売上高)と社内弁護土を

伴う法務担当部門の有無 (1981年 3月)

表8

千工門弁護士を伴う
法務担当部門

一円阿上売日，
Ji

 

戸
1年

しなりあ

2 2(2) 6000万ドノレ未満(1)

8 3 6000万ドノレ以上 1億ドノレ未満

9 5 1億ドノレ以上 2億ドル未満

1(3) 5 2億ドノレ以上 3億トノレ未満

O 11 3億ドノレ以上10億ドノレ未満

O 

最低は，30007jドノレ。

最小のものは，年間売上高5500万ドノレ。

年間売上高2億ドノレ。

最高は， 238億ドノレ。

北法33(1・107)107

9 10億ドノレ以上(4)

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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す
れ
ば
、
社
内
弁
護
士
を
伴
う
法
務
担
当
部
門
な
し
で
は
企
業
活
動
を
行
い
え

な
い
ほ
ど
法
的
リ
ス
ク
が
増
大
す
る
、
と
推
測
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
、

い
か
な
る
企
業
も
そ
の
よ
う
な
法
務
担
当
部
門
を
持
た
ず
に
す
ま
す
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
年
間
売
上
高
五
、

0
0
0万
ド
ル
程
度
ま
で
の
段
階
の

(
2〉

法
務
担
当
部
門
を
持
た
な
い
企
業
の
法
務
態
勢

北法33(1・108)108

以
下
、
社
内
弁
護
士
を
伴
う
法
務
担
当
部
門
を
、
出
平
に
法
務
担
当
部
門
と
呼

ぶ
こ
と
に
す
る
。
表
九
は
、
法
務
担
当
部
門
を
持
た
な
い
企
業
二

O
社
の
法
務

ょ
う
で
あ
る
。
日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
で
は
こ
れ
ら
の
値
が
ど
う
な
る
か

態
勢
を
示
す

(
Q二
)
。
顧
問
料
(
日
仲
間
山
口

R
P
O
)
ベ
l
ス
で
あ
ろ
う
と
、
時
間

検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

法務担当部門を持たない企業の

法務態勢 (1981年 3月)

表9

.フ

1. 法務の一部のみを担当する社内弁護士
+ 

取締役に社外弁護士
十

常時使用する社外弁護士，

イタ

1 ロー・ 77
ーム

2. 取締役に社外弁護士
+ 

常時使用する社外弁護士， 4 ロー・ファ

このうち

(1) さらに副秘書役に社外弁護士

(2) さらに他の社外弁護士が取締役会

ーム

1 

1 

料
金
(
巴

B
o
n
z
a
o
)
ベ
l
ス
で
あ
ろ
う
と
、
よ
く
利
用
す
る
特
定
の
ロ

l

・

1 

その他の蜜要会議に出席

(3) さらに内部担当者として非弁護士

の副社長兼秘書役兼会計役

3. 非弁護士の内部担当者(部局)
+ 

常時使用する社外弁護士，ロー・フア
ーム

フ
ァ
ー
ム
ま
た
は
社
外
弁
護
士
を
持
つ
こ
と
は
、
全
企
業
で
共
通
し
て
い
る
。

5 

このうち

(1) 財務部が内部担当部局 1 

(2) 契約サーヴィス部が内部担当部局 1 

1 

1 

(3) 問題により，管理・販売・技術の

L 、ずれかの担当副社長が内部担当者

(4) 副社長兼秘書役兼会計役が内部担

当者

1 

1 

10 

1 

1 

(5) 秘書役が内部担当者

4. 社外弁護士，ロー・ファームのみ

このうち

(1) 社外弁護士を秘書役に任命

+ 
さらに他の社外1f-護士が重要会議
に出席

(2) 税務部・特許部・その他に，必要
に応じて法務事項に関与する非弁護
士の社員

(注)秘書役=Corporate Secretary 
部秘書役=Assistant Corporate Secretary 
会計役=Treasurer 



最
も
多
い
の
は
「
社
外
弁
護
士
の
み
」
と
い
う
企
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
場
合
で
も
窓
口
に
な
る
者
が
内
部
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
こ

の
タ
イ
プ
と
、
「
非
弁
護
士
の
内
部
担
当
者
」
プ
ラ
ス
「
社
外
弁
護
士
」
と
い
う

タ
イ
プ
と
の
聞
に
は
、
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
と
も
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン
に
、
一
部
企
業
で
、
「
社
外
弁
護
士
を
取
締
役

に
加
え
る
」
「
社
外
弁
護
士
を
非
常
勤
役
員
に
す
る
」
「
社
外
弁
護
士
を
重
要
会

議
に
出
席
さ
せ
る
」
と
い
う
方
法
が
加
え
ら
れ
る
。
日
本
国
内
で
は
、
社
外
弁

アメリカ電気・電子関係企業の社内法務態勢

護
士
の
こ
の
程
度
の
活
用
も
稀
で
あ
り
、
日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
の
状
況

が
興
味
深
い
。

タ
イ
プ
一
の
一
社
は
、
人
事
部
に
労
働
法
専
門
の
社
内
弁
護
士
を
置
い
て
い

る
。
包
括
的
な
法
務
担
当
部
門
を
創
設
す
る
前
に
最
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
み

社
内
弁
護
士
を
導
入
す
る
と
い
う
の
は
、
日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
に
つ
い

て
も
参
考
に
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
ろ
う
。

(

3

)

 

社
外
弁
護
士
へ
の
支
出
額
と
法
務
担
当
部
門
の
有
無

表
一

O
は
、
年
間
売
上
高
一
億
ド
ル
未
満
の
企
業
と
、
一
億
ト
ル
以
上
二
億

ド
ル
以
下
の
企
業
に
つ
い
て
、
法
務
担
当
部
門
の
有
無
別
に
社
外
弁
護
土
へ
の

年
間
支
出
額
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る

(
Q三
八
)
。
サ
ン
プ
ル
の
サ
イ
ズ
は

余
り
に
も
小
さ
い
が
、
社
外
弁
護
士
へ
の
依
存
が
重
大
な
法
務
事
項
の
頻
度
の

ひ
と
つ
の
指
標
で
あ
り
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
多
く
の
法
務
事
項
を
抱
え

て
い
る
企
業
ほ
ど
法
務
担
当
部
門
を
持
つ
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
応

社外弁護土への年間支出額

(千ドノレ)と法務担当部門の

有無 (1981年 3月)

表 10

法務担当部門

し

〔年間売上高 1億トノレ未満〕

耳口又一 低 額 60 20 

平 均 額 163 119 

耳n主今 高 額 275 300 

〔年間売上高 1億ドノレ以上2億ドノレ以下〕

最 低 50 50 

平ー 均 260 106 

最 高 :;00 150 

推
測
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
社
外
弁
護
士
へ
の
支
出
額
の
幅
が
重
な
り
合
う

範
囲
は
大
き
く
、
法
務
担
当
部
門
の
有
無
の
判
別
に
は
他
の
変
数
も
導
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

(

4

)

 
表
一
一
は
、
法
務
担
当
部
門
を
持
つ
三
五
社
の
基
本
的
デ
ー
タ
を
、
年
間
売

法
務
担
当
部
門
の
名
称

北法33(1・109)109

上
高
の
順
序
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
る

(
Q
一
|
二
J
O二
四

、

Q
一
|
六
、

Q
一
!
九
、

Q
一一一
et--

て
Q
一
一
一
二
、

Q
三
l
七、

Q
一一一

l
八
)
。
ま
ず
法
務
担

当
部
門
の
名
称
に
注
目
す
る
と
、
《
凶
O
U
曲
三
田
町
三
と
い
う
語
に
]
曲
者
ま
た
は



O
H
H
(

。ロ
-
C沼
市
取
材

法務担当部門の名称・規模・構成(別法人の分を除く)(1981年 3月)

法務模担当部門(人の) 社内弁
社外弁

係属中 社外弁護
企業 規 ・構成 兼務事 護士の 年間売上高 社員

法務担当部門の名称(設置年)

賢人(52P(ヂ)
項の

護士を
取締役 (百万ドル) 総数 の訴訟 土への年

持つ他 件数 間支払額
番号 有無

部門 就(任人) 
(1980年)<注2)

(注3)
(百人) (一万ドル)

US 
1 Legal Dept. (1920) ( 69) (33) なし あり 。21000~25000 3480 

2 LMeagtatl，Patent &世R紀eg初ulatory 277 (218) 82 (54) あり な L 。11000~ 13000 1770 主ヲ200 840 
ters Div. (今期)

3 Legal Dept. 51 ( 22) 33 (15) なし な L 。 9000~11000 2270 200 

4 General Counsel 51 ( 31) 42 (16) あり なし 。 7000~ 9000 1200 420 

5 O伍ceof the General Counsel 52 なし 1 4500~ 5500 700 
(1948) 

6 Law Dept. (1951) 58 ( 30) 32 (15) なL あり 。 2800~ 3400 715 300以
上

7 Corporate Legal Dept. (1973) 32 ( 20) 19 (12) なし なし O 2100~ 2500 340 400 300 

8 Legal Dept. (1968) 10 ( 10) 5 (5) あり あり 。 1200~ 1400 220 100 

9 Legal Dept. (1944) 41 ( 24) 22 (14) なし Tょし 1 1200~ 1400 220 56 

10 Legal Dept. (1978) 3 ( 3) 2 (2) なし なし 。 770~ 930 180 15 100 

11 Legal Dept. (1970) 12 ( 10) 7 (6) なし なし 2 630~ 750 110 無数 約50

12 Corporate Law Dept. 22 ( 17) 10 (6) なし なし 3 420~ 500 94 推定30

13 Legal Dept. (1969) 12 ( 12) 7 (7) あり なし 。 400~ 480 90 34 平均25

14 Senior Vice President-Finance & 8 ( 8) 4 (4) あり なし O 360~ 440 65 26 約12
Law (1950頃)

15 Law Dept. (1979) 10 ( 10) 4 (4) なし なし 。 360~ 440 95 10 100 

16 Corporate Law Dept. (1950) 11 ( 7) 6 (4) なし あり 。 340~ 400 80 1 30 

17 Legal Dept. (1974) 10 ( 10) 5 (5) なL 2 330~ 390 140 2 15 

18 Legal Dept. (1962) 6 ( 6) 3 (3) なし なし O 290~ 350 88 80 80 

表 11ム

l
¥
山

hs



35 

以
上

凸
リ

A

U

A
り

daτ

唱

i

F

D

27 

20 

15 

8 

20 

15 

25 

帝ヲ40

5 

25 

8 

20 

約7

2 

4 

。
27 

7 

9 

6 

50 

4 

2 

5 

4 

1 

凸

リ

司

，

e

p

b

1

A

6

9

6

2

 

20 

12 

18 

11 

50 

40 

34 

35 

14 

35 

20 

30 

350 

330 

310 

300 

200 

180 

110 

99 

99 

5

3

0

 

0
o
r
o
c
u
 

270 

270 

240 

170 

150 

290-

270-

270-

260-

230-

230-

200-

180-

160-

150-

130-

90-

81-

81-

71-

53-

50-

τ

i

A

U

T

i

白
U

。

O 

。
1 

0 

。
1 

1 

1 

O 

1 

1 

し

り

め

り

し

な

あ

αあ
な

な L

T

L

7

レ

1
レ

ー

し

'

レ

7
し

1
レ

1
レ

ー

し

ー

し

1
レ

工

£

£

L

E

工

工

E

工

工

五

千
J

チ
J

，f
f

手
J

4

J

み
J

4

J

4

J

+

J

品

/

チ

d

なし

7

し

7

し

T
し

1
し

1
し

「
ホ
「
色
山
内
ム

P
ふ

戸

ム

4

J

4

j

+

J

4

J

手
/

あり

T
し

T
し

T
し

?

し

?

し

h
ソ

ー

し

1
し

孟

五

五

工

工

レ

り

£

E

ナ

'

ゆ
J

チ
J

4

J

斗

O
〔

ふ

/

チ

J

り

り

し

あ

あ

な

19 Law Dept. (1970) 5 ( 5) 2 (2) 

20 Law & Patent Dept. (1977) 3 (3) 

21 Corporate Counsel (1974) 2 ( 2) 1 (1) 

22 Legal Dept. (1977) 2 ( 2) 1 (1) 

23 Legal Dept. (1957) 8 ( 8) 5 (5) 

24 0伍ceof General Counsel & 
7 ( 7) 3 (3) Corporate Secretary (1978) 

25 Corporate Legal Dept. (1960頃) 5 ( 5) 3 (3) 

26 Legal Dept. (1957) 5 ( 5) 3 (3) 

27 Legal Dept. (1978) 6 ( 6) 3 (3) 

28 Legal Dept. (1980) 2 ( 2) 1 (1) 

29 Law Dept. (1970) 6 ( 6) 2 (2) 

30 Legal Dept. (1980) 2 ( 2) 1 (1) 

31 Legal Dept. (1962) 4 ( 4) 2 (2) 

32 Legal Dept. (1977) 2 ( 2) 1 (1) 

33 Legal Dept. (1973) 2 ( 2) 1 (1) 

34 Legal Dept. (1960) 4 ( 4) 2 (2) 

35 Legal Dept. (1960) 5 ( 5) 2 (2) 

H
H
H
(
H
H
H
-
c
g
組
以
廿

6 380 9 O 

「本社分Jとは， headq uartersに勤務する人員。

匿名性維持のため，概数にした。

「訴訟件数J11，連邦裁判所での件数と州裁判所での件数の合計。

ただし， f也市門の社内弁護士も Law& Patent Dept.の監督下にある。

(注 1)

(注 2)

(注 3)

(注 4)

総
額
総
制
判
定
刻
Q
W相
川
明
ほ
区
um制
・
朕
細
川
明

b

k

ト
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]mm止
を
付
し
た
も
の
が
、
三

O
社
に
及
ぶ
。

そ
の
他
は
、
職
名
ま
た
は
職
名

に

O
R
B
を
付
し
た
も
の
で
回
符
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
も
、
そ
れ
が

法
務
担
当
の
部
円
で
あ
る
こ
と
は
、
職
名
か
ら
明
白
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
企
業

で
は
、
法
務
担
当
の
部
門
と
さ
れ
た
以
上
、
そ
の
旨
を
「
看
板
」
に
掲
げ
な
い

こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

法
務
担
当
部
門
設
置
の
年
代

表
一
一
か
ら
、
法
務
担
当
部
門
設
置
の
年
代
が
判
明
し
て
い
る
企
業
を
企
業

規
模
別
に
整
理
す
る
と
、
表
一
二
が
得
ら
れ
る
。
法
務
担
当
部
門
の
普
及
が
戦

後
の
現
象
で
あ
る
こ
と
が
、
臨
加
わ
れ
る
。
表
八
と
併
わ
せ
て
判
断
す
れ
ば
、
年

間
売
上
高
二
億
ド
ル
以
上
一

O
億
ド
ル
未
満
の
規
模
で
も
、
法
務
担
当
部
門
が

(

5

)

 

ほ
ぼ
す
べ
て
の
企
業
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
九
七

0
年
代
以
降

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
年
間
売
上
高
二
億
ド
ル
未
満
の
規
模
で
は
、
今
な
お
普
及

の
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

(

6

)

 

法
務
担
当
部
門
の
規
模

表
一
一
の
、
法
務
担
当
部
門
の
規
模
に
関
す
る
デ
ー
タ
で
、
最
も
重
要
な
の

は
、
法
務
事
項
に
関
す
る
実
質
的
判
断
を
行
う
社
内
弁
護
士
の
総
数
で
あ
る
。

表
四
の
、
ァ

i
サ

l
・
ヤ
ン
グ
社
の
デ
ー
タ
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
パ
タ
ー
ン
が
現

わ
れ
て
い
る
。
二
、
一
ニ
の
顕
著
な
例
外
は
あ
る
が
、
企
業
規
模
の
拡
大
と
共
に

法
務
担
当
部
門
の
規
模
も
拡
大
し
て
い
く
。
表
一
一
の
こ
の
部
分
を
整
理
し
直

し
た
表
一
三
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
年
間
売
上
高
二
億
ド
ル
未
満
で
は
社

法務担当部門設置の年代

年 代

iト '60年代 I'均年代以降

表 12

1 2 4 

年間売上高 (1980)

10億ドノレ以上

2億ドノレ以上10億ドノレ未満

2億ドノレ未満

7 6 。
6 4 O 

14 12 4 計メ"-
1.1 

企業規模と社内弁護士数

年間売上高 (1980年)

M 15-911叫20-491ω:l平

表 13

出勾

33.6 O 10億ドノレ以上

4.1 

北法33(1・112)112

1.8 

10 

10 

2億ドノレ以上10億ド‘ノレ未満

2億ドノレ未満



内
弁
護
士
が
五
人
に
達
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
年
間
売
上
高
四
億
ド
ル
程
度
で

五
人
前
後
と
な
り
、
五
億
ド
ル
程
度
に
な
る
と
社
内
弁
護
士
一

O
人
を
持
つ
企

業
が
現
れ
、
一

O
億
ド
ル
を
超
え
る
と
、
一
挙
に
、
社
内
弁
護
士
二

O
人
以
上

が
通
常
の
規
模
に
な
る
。
日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
が
そ
の
企
業
規
模
か
ら

予
想
さ
れ
る
規
模
の
法
務
担
当
部
門
を
持
ち
え
て
い
る
か
ど
う
か
、
大
い
に
興

味
深
い
。

(

7

)

 

法
務
担
当
部
門
の
主
要
機
能

表
一
四
に
よ
れ
ば
、
主
要
機
能

(
Q
一
i
一
二
)
の
点
に
お
い
て
、
企
業
規
模

に
よ
る
違
い
は
な
い
。
契
約
の
審
査
・
作
成
と
他
部
門
の
日
常
業
務
に
関
す
る

アメリカ電気・電子関係企業の社内法務態勢

法
的
助
言
、
訴
訟
を
中
心
と
す
る
紛
争
の
処
理
と
社
外
弁
護
士
の
管
理
、
取
締

役
・
役
員
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
法
的
助
言
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
紛
争

予
防
機
能
、
紛
争
処
理
機
能
、
戦
略
的
機
能
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
も
、
法

務
担
当
部
門
の
機
能
の
基
本
類
型
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
法
環
境
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
政
府
機
関

に
対
す
る
報
告
・
回
答
と
、
法
律
・
規
制
の
順
守

(nog--88)
を
確
保
す

る
た
め
の
努
力
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
府
機
関
の
直
接
規
制
が
拡
大
・

強
化
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
政
府
機
関
に
対
す
る
報
告
や
回
答
を
適
切
に
処
理
し
、

ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
の
設
定
そ
の
他
、
法
律
・
規
制
を
順
守
さ
せ
る
た
め
の
プ
ロ

グ
ラ
ム

(nos--22HVHag自
)
を
社
内
に
確
立
す
る
こ
と
は
、
法
務
担

当
部
門
の
最
も
中
核
的
な
機
能
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
常
に
論
じ
ら
れ
る
も

(
2
)
 

の
と
な
っ
て
き
た
。
政
府
機
関
と
の
衝
突
を
回
避
す
る
こ
と
は
、
私
人
と
の
紛

争
を
予
防
す
る
こ
と
以
上
に
重
要
な
紛
争
予
防
機
能
で
あ
ろ
う
。

兼
務
事
項
の
有
無
と
内
容

(

8

)

 組
織
の
内
部
分
化
の
一
般
的
方
向
と
し
て
は
、
組
織
規
模
の
拡
大
と
と
も

に
、
複
数
の
機
能
を
担
う
少
数
の
内
部
組
織
か
ら
、
単
一
の
機
能
を
担
う
多
数

の
内
部
組
織
が
分
化
し
て
い
く
、
と
い
う
方
向
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
法
務
担
当
部
門
に
つ
い
て
も
、
企
業
規
模
の
拡
大
と
と
も
に
、
非
法
務

事
項
を
も
兼
務
す
る
も
の
か
ら
、
法
務
専
門
の
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と

が
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
国
内
で
の
状
況
は
、
そ
の
バ
タ
ー
ン
を
よ
く

示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
電
機
企
業
に
関
し
て
も
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
期
待
し
な
が

ら
、
法
務
担
当
部
門
は
非
法
務
事
項
(
ロ

g'rmm-B巳
5
3
)
を
も
担
当
す
る

か
ど
う
か
を
尋
ね
て
み
た
が
、
期
待
は
見
事
に
裏
切
ら
れ
た
。
表
一
一
に
よ
れ

ば
、
法
務
担
当
部
門
と
さ
れ
る
以
上
、
企
業
規
模
に
は
か
か
わ
り
な
く
、
大
部

分
が
法
務
専
任
部
円
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
反
面
で
、
法
務
以

外
に
兼
務
事
項
が
あ
る
と
す
る
企
業
の
数
も
、
企
業
規
模
拡
大
と
と
も
に
減
少

す
る
わ
け
で
も
な
い
。

続
い
て
、
非
法
務
事
項
を
も
担
当
し
て
い
る
と
回
答
し
た
九
社
に
対
し
て
、

主
要
な
非
法
務
機
能
は
何
か
、
と
尋
ね
て
み
た

(
Q
一
|
一
一
)
。
表
一
五
が
そ
の

結
果
で
あ
る
。
回
答
の
中
で
、
価
格
・
販
売
条
件
に
関
す
る
行
政
手
続
の
処
理
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表 14 法務担当部門の主要機能 (1981年 3月)

〔年間売上高10億ドノレ以上〕

US 1 I ・契約の準備，審査，交渉(必要があれば)

・{也の文書の作成

・プロジェクトに関する法的戦略の策定

・既存の法律や提案された法律の解釈

研究ノート

・法律，政府規制， ビジネス上の問題に関する実務的な法的助言を
与える

・訴訟において社外弁護士を監督する

2 I ・ビジネス上の全事項に関して法的助言を与える

・契約，合意，賃借，その他に関する文書の全事項について起草と
交渉を行う

・政府機関から要求された報告書を準備，提出する

・当社が行う Fレイムと当社に対してなされたクレイムの全事項に
ついて，当社を代表する

6 I ・税と特許に関するもの以外の全法律分野について，カウンセリン
グと訴訟を行う

8 I ・訴訟と訴訟に発展しうる案件を処理する

・証券取引委員会，その他の政府機関との交渉

〔年間売上高 2億ドノレ以上10億ドノレ未満〕

12 I ・訴訟，契約，特許，予防法務を中心として，すべての重要な法務
| 事項に関寸る適切な助言を与える

13 I ・他部門に対する助言

. ~レイムと訴訟の処理

! ・政府規制の順守

14 I ・政府機関から要求された報告書の準備と審査

・企業の取得に関する案件の処理

・不動産に関する事項の処理

・訴訟の監督

・法的に重要な複数の社内機能の調整

・特許と商標に関する事項の処理

16 I ・秘書役としての機能

・証券取引委員会関係の事項

・訴訟における社外弁護士との調整

• 1也部門に対する法的助言

17 I ・契約の交渉と解釈

・企業計画の法的効果に関する助言

・祉外弁護士との連絡

・特許の実行とライセンス

20 I ・企業全体と取締役会に対して一般的助言の機能を果す

・ビジネス法上，無体財産権法上のサーヴイスを提供する

・労務部，税務部に属する社内弁護士をも監督する

22 I ・契約，企業取得i 企業整理など，重要または呉例なビジネス取引

に関してビジネスマンの判断を審査し，助言する
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-関係法律，規制の順守に関して助言する

・証券取引委員会関係を含む企業法務を監督する

・訴訟を監督する

・取締役会，役員，その他の長任者に助言を与える

・財務，労務，その他の部門にW)言を与える

・契約

・証券取引

・当社によるクレイム，当社に対するクレイム

・法律，規制lの分析と，順守への助言

・法の全分野に関する助言

・証券取引委員会関係，その他の企業法務

・訴訟の管理

・契約

26 ・当社と子会社の全法務事項

・取締役会を含むすべてのレヴェノレの責任者に対する回答と比1)言

27 I ・ビジネスから発生する法的危険を詳仰iL，政策を勧告する

・契約

・訴訟の管理(公判jは社内で担当しな L、)

・特許と商標

・記録の管理

28 I ・契約

・不動産

・政府関係

・社外弁護士の管理

33 I ・すべての契約，賃借，その他の法的書類を審査し，承認する

・社外弁護士とのすべての接触をポ認 L，調整する

・法規を常に順守するよう，事業部や子会社の長に協力する

34 I ・合怠，契約，証券取引委員会への報告書などの準備

・人事

・社内の全部門への法的助言

35 I ・すべての法的書類を準備し更新する

・反トラスト法， OSHA(職業安全健康法)， ERISA (被傭者退職収

入保証法)， EEO(平等雇用機会)，有害廃棄物，有毒物質，税法，

その他に関する順法のために法的助言を与える

・著作権，商標，特許に関して，他部門の活動を監督する

.債権凶収訴訟を担当する

・他のすべての訴訟について社外弁護士を選任し監督する

・政府機関に関する事項11，できるかぎり社内で処理し，遠隔地で

の事案または複雑な事案の場合l土，社外弁護士を選任，監督する

(注) 主要な法務機能 (majorlegal functions)として法の分野をあげたにすゲ

ないものは除外した。企業番号について表 11を見よ。
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研究ノート

法務担当部門の兼務事項表15

雨明l 容

価格と販売条件に関する行政手続のために証言を準備する

秘書役の機能

秘欝役に関する事項・他部門の監督

秘書役

泌書役の任務

紙、書役の機能

企業として加入している保険

泌苫役の機能

秘書役の機能

内l頃事

US 2 

4 

8 

13 

14 

24 

30 

33 

34 

(注)

ゃ
、
企
業
加
入

の
保
険
契
約
の

処
理
が
非
法
務

事
項
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
の

は
、
い
さ
さ
か

理
解
し
が
た

い
。
通
常
は
パ

ラ
・
リ
l
ガ
ル

に
よ
っ
て
処
理

企業番号について表 11を見よ。

可
能
な
、
定
型

的
事
項
だ
か
ら

で
あ
ろ
う
か
。

非
法
務
事
項

の
内
容
と
し
て

典
型
的
な
の

は
、
秘
書
役
の

機
能
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、

ア
メ
リ
カ
企
業

の
業
務
執
行
は
、
株
主
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
新
株
・
社
債
の
発
行
、
配
当
の

北法33(1・116)116

決
定
、
そ
の
他
の
基
本
的
事
項
を
決
定
す
る
取
締
役
会

S
S
E
-同
岳

Z
2
0
3
)

と
、
取
締
役
会
に
よ
っ
て
任
命
・
監
符
さ
れ
、
日
常
業
務
の
執
行
に
あ
た
る
役

員
(
凸
『
町
内
叩
『
)
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
秘
書
役
は
、
社
長
、
会
計
役
と
と

も
に
、
最
も
基
本
的
な
役
員
の
一
人
で
あ
っ
て
、
企
業
が
設
立
さ
れ
た
州
の
法

(
3
)
 

律
に
よ
っ
て
任
命
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
。

(
4
)
 

プ
フ
ウ
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
秘
書
役
の
主
要
な
機
能
は
次
の
通
り
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
私
の
調
査
に
お
け
る
企
業
の
回
答
と
も
よ
く
一
致
し
て
い
る
。

。
株
主
総
会
の
準
備
と
報
告
書
の
作
成
・
発
送

。
取
締
役
会
・
各
種
社
内
委
員
会
の
準
備
と
議
事
録
作
成

。
年
次
報
告
の
作
成

。
会
社
ニ
ュ
ー
ス
の
取
扱
い

。
メ
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
取
扱
い

。
証
券
取
引
委
員
会
へ
の
報
告

。
証
券
代
行
(
可

g
m
r岡
山

mmE)
・
な
録
代
理
人
(
月
間
一
三
円
白
叫
)
・
配
当
支
払

代
理
人
(
丘
三
后

Z
宮
ヨ
国
間
品
。
ロ
片
)
な
ど
の
監
督

。
株
主
と
の
関
係
の
処
理

こ
れ
ら
の
事
務
の
処
理
に
あ
た
っ
て
、
法
的
助
一
言
口
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
少

な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
，
フ
ラ
ウ
ダ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
株
主
総
会
に
お
い

て
法
的
問
題
が
提
起
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
総
会
手
続
は
慎
重
に
検
討
さ
れ



(
5
)
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
内
で
の
重
要
事
.
項
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
取
締
役

会
の
審
議
を
要
す
る
か
ど
う
か
、
法
的
側
面
か
ら
の
考
慮
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

年
次
報
告
は
証
券
取
引
委
員
会
が
要
求
す
る
事
項
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
投
資
家
保
護
の
観
点
か
ら
規
制
を
強
化
し
て
き
た
-
証
券
取
引

委
昌
家
自
体
に
対
す
る
報
比
号
、
複
雑
な
規
則
・
手
続
の
解
釈
と
順
守
を
要
す

る
、
き
わ
め
て
時
聞
を
取
る
作
業
と
な
っ
て
き
た
。

要
す
る
に
、
今
や
秘
書
役
の
機
能
は
、
少
な
く
と
も
予
防
法
学
の
観
点
か
ら

は
、
十
分
に
法
務
事
項
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
秘
書
役
の
機
能
を

アメリカ電気・電子関係企業の社内法務態勢

も
担
当
す
る
法
務
担
当
部
門
も
、
法
務
専
任
部
門
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い

の
で
あ
る
。
九
社
が
秘
書
役
の
機
能
を
非
法
務
事
項
と
し
た
の
は
、
伝
統
的
な

観
念
に
従
っ
た
ま
で
で
あ
ろ
う
。
日
本
企
業
の
法
務
担
当
部
門
に
お
い
て
も
、

兼
務
事
項
の
中
心
は
、
株
主
総
会
関
係
の
事
務
処
理
や
書
類
管
理
で
あ
っ
て
、

日
米
間
の
共
通
性
は
意
外
に
大
き
い
が
、
兼
務
事
項
の
処
理
に
あ
た
っ
て
実
質

的
に
必
要
と
さ
れ
る
法
的
判
断
の
点
で
は
、
日
米
間
に
か
な
り
の
距
離
が
あ
る

と
言
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
証
券
取
引
委
員
会
の
機
能

を
考
え
て
み
る
だ
け
で
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
企
業
の
秘
書
役
が
社
内
弁
護
士
で
も
あ
る
こ
と
は
、

き
わ
め
て
効
率
的
で
あ
る
。
秘
書
役
自
身
、
さ
ら
に
弁
護
士
の
意
見
を
求
め
る

必
要
は
な
い
し
、
秘
書
役
の
意
見
を
受
け
取
っ
た
取
締
役
会
や
社
長
に
と
っ
て

も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
法
務
担
当
部
門
の
長
が
秘
書
役
を
兼
任
す
る
合
理

性
は
常
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
兼
任
が
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、

結
局
、
秘
書
役
選
任
の
時
期
に
法
務
部
長
で
あ
る
者
が
会
社
法
や
証
券
取
引
法

を
専
門
に
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

完
全
子
会
社
が
多
い
日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
で
は
、
証
券
取
引
法
は
重

要
分
野
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
日
本
の
顧
客
ま
た
は
親
会
社
か
ら
の
輸
入

業
務
の
た
め
に
、
通
商
法
や
関
税
法
の
重
要
性
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
法
務
担
当
部
門
の
兼
務
事
項
に
こ
の
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
、
検
討
す
る
価
値
が
あ
ろ
う
。

ハ
9
)

社
内
弁
護
士
を
持
つ
他
部
門

社
内
の
法
的
エ
ク
ス
パ
テ
ィ

1
ズ
の
総
量
を
社
内
弁
護
士
の
数
に
よ
っ
て
と

ら
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
法
務
担
当
部
円
以
外
の
部
門
に
所
属
す
る
社
内
弁

護
士
を
も
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
も
、
企
業
規
模
拡
大
と

と
も
に
、
法
務
担
当
部
門
以
外
の
部
門
に
社
内
弁
護
士
を
持
つ
企
業
が
増
加
す

る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
す
で
に
法
務
担
当
部
門
が
社
内
弁
護
士
に
よ
る
法
的

サ

i
ヴ
ィ
ス
を
提
供
し
て
い
る
た
め
に
、
他
部
門
に
社
内
弁
護
士
が
現
れ
る
の

は
、
企
業
規
模
が
か
な
り
の
大
き
さ
に
達
し
て
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

表
一
一
の
デ
ー
タ
は
、
右
の
予
測
に
一
致
す
る
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
。

他
部
門
に
社
内
弁
護
士
が
現
れ
る
の
は
、
年
間
売
上
高
が
三
億
ド
ル
程
度
に
達

し
て
か
ら
で
あ
る
し
、
他
部
門
に
社
内
弁
護
士
を
持
つ
企
業
の
割
合
も
、
年
間

売
上
高
二
億
ド
ル
以
上
一

O
億
ド
ル
未
満
の
グ
ル
ー
プ
で
は
一
五
社
中
三
社
で

北法33(1・117)117
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あ
る
の
に
対
し
て
、
一

O
億
ド
ル
以
上
の
グ
ル
ー
プ
で
は
八
社
中
三
社
と
、
わ

ず
か
な
が
ら
増
加
す
る

Q

た
だ
し
、
他
部
門
に
社
内
弁
護
士
を
持
つ
企
業
の
数
が
わ
ず
か
六
社
に
す
ぎ

な
い
こ
と
は
、
法
務
担
当
部
門
が
社
内
の
全
法
務
事
項
を
管
轄
す
る
の
が
典
型

的
な
形
態
で
あ
る
こ
と
を
一
不
す
。
表
一
一
に
よ
れ
ば
、
年
間
売
上
高
四
億
ド

ル
程
度
の
規
模
に
達
す
る
と
、
法
務
担
当
部
門
所
属
の
社
内
弁
護
士
を
本
社

(Z包
A
C
R
5
2
)
法
務
部
門
以
外
の
部
門
に
配
置
す
る
企
業
が
現
れ
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
法
務
担
当
部
門
が
全
社
の
法
務
事
項
を
管
理
す
る

こ
と
を
よ
り
容
易
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

表
二
ハ
は
社
内
弁
護
士
を
持
つ
他
部
門
の
名
称
と
所
属
の
弁
護
士
数
を
示
す

(
Q
一
|
九
)
。

U
S
却
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
の
社
内
弁
護
士
は
、
法
務
担
当
部

門
に
リ
ポ
ー
ト
す
る
関
係
に
は
な
い
。
法
務
担
当
部
門
か
ら
独
立
に
社
内
弁
護

士
を
持
つ
部
門
は
、
特
許
、
税
務
、
労
務
、
不
動
産
、
各
種
商
品
別
事
業
部
と
、

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
社
内
弁
護
士
数
は
、

U
S
6
、
加
、
幻
の
よ
う
に
、

合
計
す
る
と
法
務
担
当
部
門
の
社
内
弁
護
士
数
に
匹
敵
し
た
り
、
越
え
た
り
す

る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

法
務
担
当
部
門
す
ら
社
内
弁
護
士
を
持
つ
こ
と
が
な
い
日
本
企
業
の
在
米
現

地
法
人
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

社
内
弁
護
士
一
人
あ
た
り
の
年
間
売
上
高

法
的
リ
ス
ク
が
企
業
活
動
の
規
模
拡
大
と
と
も
に
増
大
す
る
と
い
う
仮
定
が

(

叩

)

社内弁護士を持つ他部門(別法人を除く)表16

27 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

称

労務部 (IndustrialRelations Dept.) 

不動産部 (RealEstate Dept.) 

無数の事業部，その他のユニット

特許部 (PatentDept.) 

税務部 (TaxDept.) 

不動産部 (RealEstate Dept.) 

屯子・光学部門 (electronic& optical) 

国防関係電子機器部門 (defens巴 electronics)

税務部 (TaxDept.) 

労務部 (EmployeeRelations Dept.) 

(ただし，いずれの部門の社内弁護士も，法務・特許部

(Law & Patent Dept.)の慌督を受けている。)

航空宇宙部門 (aerospace)

応用科学部門 (appliedsciences) 

名の門部山
出{
 

ヨ五号(
US 1 I 

8 

16 

20 

6 

1 21 

2 

北法33(1・118)118

企業番号について君主 11を見よ。(注)



許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
社
内
弁
護
士
一
人
あ
た
り
の
年
間
売
上
高
を
計
算
す
る
こ

と
は
興
味
深
い
。
法
務
担
当
部
門
以
外
の
社
内
弁
護
士
を
も
含
め
て
計
算
し
て

み
る
と
、
次
の
数
値
が
得
ら
れ
る
。
カ
ッ
コ
内
は
、
法
務
担
当
部
門
の
み
に
つ

い
て
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。

0

年
間
売
上
高
一

O
億
ド
ル
以
上
の
グ
ル
ー
プ

四
八

O
O万
i
一
一
一
億
ド
ル

(
五
九
O
O万
j
二
一
億
ド
ル
〉

。
年
間
売
上
高
二
億
ド
ル
以
上
一

O
億
ド
ル
未
満
の
グ
ル
ー
プ

四
二

O
O万
1
四
億
ド
ル

アメリカ電気・電子関係企業の社内法務態勢

(
四
六

O
O万
i
四
億
ド
ル
)

。
年
間
売
上
高
二
億
ド
ル
未
満
の
グ
ル
ー
プ

二
七

O
O万
l
一
億
六

0
0
0万
ド
ル

日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
パ
タ
ー

ン
を
示
す
で
あ
ろ
う
か
。

(

U

)

 

法
務
担
当
部
門
の
権
限
と
そ
の
根
拠

法
務
担
当
部
門
の
基
本
的
な
機
能
は
ス
タ
ッ
フ
部
門
と
し
て
の
機
能
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
提
示
す
る
法
的
助
言
は
、
事
案
に
第
一
次
的
責
任
を
持
つ
取
締
役

会
、
役
員
、
他
部
門
な
ど
の
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
判
断
の
一
資
料
と
な
る
。
問
題
は

法
務
担
当
部
門
に
、
他
部
門
が
行
っ
た
判
断
を
回
復
す

(
D
g
H
E
F
)
権
限
が
あ

る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
表
一
七
の
右
端
の
欄
は
、
そ
の
聞
に
対
す
る
答
を
示
す

法務担当部門の権限とその根拠 (1981年 3月)

法務事項に関して他部門の
決定を覆す権限の有無

門
き
た

部
ベ
め
無

当
す
定
有

担
談
を
の

務
相
合
程

訟
に
場
規

表 17

置
位
社
有

設
地
る
の

の
の
す
程

門
長
関
規

部
と
に
内
無
一

号
凶

番
作

業企

違法または不合建に危険な行為
!全部門が所持 Iiこ対 Lては故高責任者の判断を

得て変更させるl 当 部向山う泊どうカ杭
全部門が所持;終的にはトップ・マネジメント

l と取締役会が決定」た l 他ー 務一日こ
ム l とはない

也竺土|肌引の専問
!全部門が所持;

|相談を勧告す!
る規程のみ

り

り

〔年間売上高10億ドノレ以上〕

り

あ

あ

L 

り

な

あ2 

US 1 

しな3 

あしな4 

より上位の者の判断を求めて事
実上変更させる

り

北法33(1・119)119

りあ
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部門の設置
部門の位 法務担当部門と長の地位

企業番(注号1) に関する社 置を示す に相談すべき 法務事項に関して他部門の

内規程の有
組織図の 場合を定めた 決定を覆す権限の有無

盈E 有無 規程の有無

り!なし lな し し

し lなし l販売的判経営が所持 部門の専管事項

|錦町持 lなし

〔年間売上高2億ドル以上10倍、ドノレ未満〕

(当部同高町 長 ま た は 販 売
あ な し 部門の最責任者のみが覆しう

る

り l錦 町持 |ぁ り

I ~$r9tM)if!fJ 企業社長株主に対世り 全部門が所持 なあ影り響を及ぼす事項に関しては

l全部門が所持 Iビジネス判断と巾法務事項
に関しではあり

l網羅的門り はないが全部 な し
門が所持

な し [あら吋 務 事 項 に 関 …
なる状況においてもあり

な し |献に関川あり

17 Iなし iあ な し |決内向合…

I :@:$r't.MW:fl' I当 ーl断に不駒場合り 全部門が所持 他部門は最高執行役員の判断を
仰く、ことができる(注2)

な し

20 Iなし lな な し l法務事項 で あ … あ 山
状況においてあり

21 ¥なし lあ t:;; し の大部分とについてあり

22 Iなし|ぁ な し

l凶行為の 場 付 炉 致 の
23 なし ts:. し 全部門が所持 場合は，より上位に遡って判断

を仰ぐ

北法33(1・120)120



1-...-ー!?2225i部門の位
ik-業恭嬰iげ fHl.....，..τ 叫 1置を示す

l七世一:|足Nto'¥.::t:."..J '!""j 1有無

!4lな し !あり lなし;

しとl二Liあり何日持 J

l261なLi--な

1_27 Iなし己:一空竺日
12Uなし lなし;なし[明i!?????????
←一一」ー←一一」ー←ー←ーしー←ー←ー_! '5涯と%1:些主主企一一一一一一

!なし iあと上一割哩ZEー竺甘
いoIな L しこにど
l二斗三LIあり l錦町持l
l沼|なしi斗なし l

33 I t1:. 二一三竺竺l
34 Iあ り |あ り l全部門が所持i事案による

JU三二J二~J 竺が所持(
(ii 1) 企業番号について表 11を見よ。

(注 2) 絞高執行役員=Chief Executive Officer (CEO) 

アメリカ電気・電子関係企業の社内法務態勢

法会函雨下一一 一一!
に相談すべき! 法務事項に関して他部門の i 
場合を定めた| 決定を覆す椛限の有無 l 
規程の有無

予言語戸両τ石玩9iJ;~* I 
終判断を下す

し

し

〔年間売上高 2億ドル未満〕

一
に
て

う
し

よ
関

門
J

こ
c

l

 

案
項

事
事

係
る

関
す

法
制
詳

ト
影

ス
に
り

ラ
的
あ

ト
社
み

反
全
の

全法務事項を審査・監督・コン
トローノレする

(
Q
一
l
l
五
l
=一
)
。
表
一

八
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
整

理
し
た
も
の
で
あ
る
。

法
務
担
当
部
門
に
他
部

門
の
決
定
を
覆
す
権
限
が

全
く
な
い
と
す
る
企
業

は
、
ご
く
少
数
で
あ
る
。

最
も
多
い
の
は
、
お
そ
ら

く
常
識
に
反
し
て
、
法
務

事
項
の
一
部
ま
た
は
全
部

に
つ
い
て
、
法
務
担
当
部

門
か
ぎ
り
の
判
断
で
他
部

門
の
決
定
を
覆
し
う
る
と

す
る
企
業
で
あ
る
。
統
い

て
は
、
上
位
者
に
ア
ピ

i

ル
す
る
シ
ス
テ
ム
を
持
つ

北法33(1・121)121

企
業
が
あ
る
。
法
務
担
当

部
門
が
ア
ピ
ー
ル
し
た
場

合
は
も
ち
ろ
ん
、
他
部
門

が
ア
ピ
ー
ル
し
た
場
合
で
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3 

5 

2 

表 18

21窓ドル未満

2/)意ドノレ以上10依‘ドノレ未満

年間売上高

10/Ai:ドノレ以ヒ

も
、
法
務
担
当
部
門
が
上
位
者
を

説
得
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
他

部
門
の
決
定
は
復
さ
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

そ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
法
務

担
当
部
門
に
相
談
す
べ
き
場
合
を

定
め
た
規
程
が
存
在
す
る
か
ど
う

か
で
あ
る
。
そ
の
デ
ー
タ
は
、
表

一
七
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る

(
Q
一

|
五
!
一
弓
何
ら
か
の
規
程
を

持
つ
企
業
は
、
年
間
売
上
高
一

O

億
ド
ル
以
上
の
規
模
で
は
大
部
分

で
あ
る
が
、
一

O
億
ド
ル
未
満
の

規
模
で
は
五

O
%程
度
に
低
下
す

る
。
こ
れ
も
、
お
そ
ら
く
、
マ

ュ
ア
ル
に
よ
る
経
営
が
一
般
化
し

て
い
る
と
い
う
常
識
に
反
す
る
結

果
で
あ
ろ
う
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
こ
の
規
程
を
持
た
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
法
務
担
当
部
門
が
法
務
事
項
に
関
す
る
最
終
決
定
権
を
持
つ
と

北法33(1・122)122

す
る
企
業
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
部
門
が
自
発
的
に
持
ち
込
ん
で

き
た
事
案
に
関
し
て
の
み
そ
の
権
限
を
行
使
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か

な
る
ま
い
。
ま
た
、
規
程
が
あ
る
場
合
で
も
、
法
務
担
当
部
門
の
現
実
的
な
処

理
能
力
の
点
に
お
い
て
、
規
程
の
内
容
は
選
択
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
務
担
当
部
門
の
権
限
の
強
さ
に
関
す
る
デ

ー
タ
は
、
い
さ
さ
か
割
引
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
連
す
る
問
題
と
し
て
、
法
務
担
当
部
門
の
設
置
と
そ
の
宮
沢
の
地
位
に
関
す

る
規
程
の
有
無
と
、
法
務
担
当
部
門
の
位
置
を
一
小
す
組
織
図
の
有
無
が
あ
る

(
Q
一
l
五、

Q
一
ー
ー
五

l
一
)
。
デ
ー
タ
は
、
表
一
七
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

組
織
図
は
か
な
り
普
及
し
て
い
て
、
年
間
売
上
高
二
億
ド
ル
以
上
の
規
模
で

は
大
部
分
が
そ
れ
を
持
ち
、
二
億
ド
ル
未
満
の
規
模
で
も
半
数
が
持
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
法
務
担
当
部
門
の
設
置
や
そ
の
長
の
地
位
に
関
す
る
規
程
を
持

つ
企
業
は
、
二
O
W
A
ほ
ど
に
し
か
達
し
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
数
値
は
、
内
規

(
S
E
V耳
切
)
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
の
み
で
な
く
、
取
締
役
会
の
決
議
や
、

具
体
的

な
職
務
規
程
(
]
D
σ
L
2
ロ
ロ
宮
5
ロ
ω)
ま
で
を
も
含
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結

果
も
、
意
外
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
コ
ル
ヴ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
は
、
法
務

(
7
}
 

担
当
部
門
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
モ
デ
ル
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に

整
っ
た
規
程
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
現
実
に
は
多
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

結
局
、
法
務
担
当
部
門
が
現
実
に
行
使
し
て
い
る
権
限
の
大
き
さ
は
、
か
な



り
の
程
度
に
お
い
て
明
示
的
な
規
程
に
支
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
よ
り
基
本
的

に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
一
般
の
法
務
事
項
へ
の
敏
感
さ
と
、
法
的
エ
グ
ス
パ
テ

ィ
l
ズ
の
質
と
量
に
お
け
る
法
務
担
当
部
門
の
明
白
な
優
位
性
と
に
よ
っ
て
、

事
実
上
形
成
さ
れ
、
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
日
米
企
業
聞
に
大
差
は
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
の
権
限
の
強
さ
と
広

が
り
を
さ
ら
に
深
く
検
討
す
る
た
め
に
は
、
両
国
企
業
に
お
け
る
参
加
観
察
が

必
要
で
あ
ろ
う
。

アメリカ電気・電子関係企業の社内法務態勢

社
外
弁
護
上
の
取
締
役
就
任

ブ
ェ
ッ
フ
ァ
l
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
外
部
資
金
へ
の
依
存
度
が
高
く
、
よ
り

強
い
政
府
規
制
を
受
け
て
い
る
企
業
ほ
ど
、
取
締
役
中
の
社
外
弁
護
士
の
比
重

は
大
き
く
な
る
。
社
外
弁
護
士
を
取
締
役
に
選
任
す
る
こ
と
は
、
法
務
事
項
に

(

ロ

)

関
す
る
取
締
役
会
の
判
断
力
を
高
め
る
効
果
を
持
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当

該
企
業
を
顧
客
と
す
る
ロ
l
・
フ
ァ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
が
取
締
役
で
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
ロ

I
・
フ
ァ
ー
ム
と
の
関
係
の
変
更
・
解
消
が
問
題
と
な
っ
た
場

合
に
利
益
の
衝
突
と
い
う
事
態
が
発
生
す
る
た
め
、
最
近
で
は
、
む
し
ろ
、
社

外
弁
護
士
の
取
締
役
就
任
を
批
判
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
一
日
。
し
た
が
っ

て
、
社
外
弁
護
士
の
取
締
役
就
任
は
、
法
務
担
当
部
門
の
充
実
に
伴
っ
て
減
少

す
る
こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。

表
一
一
は
、
こ
の
予
想
に
一
致
す
る
結
果
を
示
し
て
い
る
。
取
締
役
中
に
社

外
弁
護
士
を
含
む
企
業
は
、
年
間
売
上
高
二
億
ド
ル
未
満
の
企
業
で
は
一

O
社

中
五
社
あ
り
、
一
一
億
ド
ル
以
上
一

O
億
ド
ル
未
満
で
も
一
六
社
中
七
社
あ
る

が
、
一

O
億
ド
ル
以
上
の
規
模
で
は
、
九
社
中
二
社
に
減
少
す
る
。
な
お
、
法

務
担
当
部
門
を
持
た
な
い
こ

O
社
の
中
で
は
、
社
外
弁
護
士
を
取
締
役
に
持
つ

企
業
は
五
社
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
い
か
な
る
形
に
お
い
て
で
あ
れ

社
内
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ヨ
ナ
ル
な
法
的
エ
ク
ス
パ
テ
ィ

I
ズ
を
持
つ
こ
と
へ
の

需
要
が
低
い
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
現
れ
た
パ
タ
ー
ン
と
は

矛
盾
し
な
い
。

た
だ
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
社
内
弁
護
士
を
取
締
役
に
持
つ
企
業
の
割
合

は
、
日
本
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
。
こ
の
点
で
、
日
本
企
業
の
在
米

現
地
法
人
が
ど
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
を
示
す
か
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

(

日

)

法
務
事
項
の
法
分
野
別
類
型
一

処
理
に
費
し
て
い
る
時
間
と
企
業
活
動
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
の
二
つ
の
観

点
か
ら
、
法
務
事
項
の
主
要
な
法
分
野
を
列
挙
す
る
よ
う
求
め
た
と
こ
ろ
、
結

果
は
ほ
ぼ
共
通
で
あ
っ
た

(
Q一一一
l
l
五、

Q
三
l
六
)
。
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
も

最
も
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
次
の
二
分
野
で
あ
る
。

。
証
券
取
引
、
証
券
取
引
委
員
会
、
企
業
の
取
得
・
合
併
、
な
ど
を
中
心
と

す
る
企
業
法
関
係

。
環
境
保
護
、
平
等
雇
用
機
会
を
含
む
、
政
府
の
直
接
規
制
関
係
、
ま
た
政

府
機
関
と
の
関
係
の
処
理

」
れ
ら
に
次
い
で
、
次
の
二
分
野
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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噌
N
H
(認
で
同
)
町
的
訓
崎
将

法務担当部門の長の尊重名・地位・経歴・待遇 (1981年 3月)

| 地 位 | l取鰍会l経時議| 誠 叶社長 汁 I AfJ: ~1 歴 I(?~)I番 号 可ま
(注名2) 直属上(注司2) への出席 席等へ(注3の)ri 意見具申 意見具申 年齢 入社年 経(注1)

A B A B C A B C A B C A B C A B C 

取役 常要出 常要出 常 要 意 1s'要怠 ロロ 他
新7 時求席 時求席 時求見 時 求 見 l 干土
役員 出 が L 出がし 自が 具 自が 具 oコ

席あな 席めな 分あ申 分あ 申 フ 7 :f!: 
すれい すれい の れ し の れ し i i 内
る li る li ザ1]ばな 'f4j ば な l 弁

出 i臼 断語;い 断定、い ムム護

席 席 で見 で見 のの土
す す ;な兵 ，豆、具 アノマ
る る 見 申 見申 ソ i

具す 兵す ジト

申る 申 る エナ

す す ト l
る る

〔年間売上高10億ドノレ以上〕

会長兼社長兼
、

US1 S. V.P. & G.c. B C.E.O. A A A A C 24 

2 V.P. & G.C. A B 社長 A A 会長なし A 54 '76 A C 

3 S. V. P. & G. C. B 会長 A B A A 52 '61 15 

4 E. V. P. & G. C. B 会長 A A A A 60 '79 16 

5 V. P.， Secy. & G. C. B 社長 A B A A 56 '51 A B 

6 V. P.， G. C. & Secy. B 
S.V.P. & A 法務委員 A B A B 45 '68 
C.F.O. 会のみ

7 V. P.， Law， Admin. B 会長兼 C.E.O. A A A A 56 '52 A & Secy. 

表 19
十
ー
ヘ
駅
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S. V. P.， Secy. & 
C.C. 

ただ L，災際に法務を主任務としている最高伎の社内弁護士は

1BJswsecyi  & C.C. 

B C.E.O. 

8 

Bi社長兼 CE O lA 
BI社長兼 C.E.O.!A 

i A I A 
!(C. Secy.と|して)
A IA 

A B C C Asst. Secy. 

A A A B V.P. & G.C 9 A 

44 

45 

」ー一一-....一一一一'
A(兼任)

止1

A 

A
 

'
J

ぽ

L

う
な

よ
は

の
器
削

h
k

そ
会

i

A 

〔年問先 i二高 2億ドノL以 iニ10倍、ドノレ米満〕

社長

会長兼社長兼
C.E.O. 

む長

B 

A 

45 

A 

A B 

A 

A B B A 

50 A A B 

7 I '69 52 A B B 

11 

7 

B 

A 

A 

i'74 

r '62 

I '70 

'77 

I '74 

I '77 

51 

50 

39 

46 

40 

51 

A 

B B 
、ーーーーーーー、戸ーーーーーー〕

A(兼任)

A 

A 

A 

B 

A 

A 

A 

B 

B C 
、ー'ーー開司-.，-園駒田ー~

特別の案件がある
場合のみlHf，市

B 

B 

A 

B 

会長兼 C.E.O.I A 

IA 

IA 

IA 
A 

B 

B A 

I V. P. & Chief C. 
I V. P.， C. Secy. & 
! G.C. 
! V. P.， C. Secy. & 
G.C. 

V. P.， Secy. & G.C. 

S. V. P.-Finance & 

|Law 
S.V.P. & C.L.O. 

10 

11 

12 

13 

14 

B A 15 

社長B V.P. & G.C. 16 

V. P.-Finance 

会長，社長

会長兼社長兼
C. E. 0.， V. P. 
& C.A.O. 

どちらでl: ，--1社長
もない | 

BI社長

C.E.O. 

B 

B 

B 

B 

A 

Secy. & G. C. 

I V.P. & G.C. 

i V.P.， Secy. & C.C. 

i V. P.-Corp. Ser-
I vices， Secy. & G.C. 

i C. C. 

I c. G. C. & Asst. 
[S叫

17 

18 

19 

20 

21 

22 

総
叫
岡
山
総
巡

m
b」
刊
(
町
山
柿
川
明
叫

U
E
u
m
M
W
-
同
帆
州

wh明
b
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U
N
H
(
U
N
H
-
H
)
的
的
迅
#

l地位l lM会 I雪空会費 I会長への I社長川l年齢 I入社年IKa fff [(年-俸f)i 番 号 職 名 直属上司
(注1) (注2) (註2) への出席 席(出) 怠見具申 忍;見具申

A B C A B C A B C A B C A B C 

取役 常 要 tH 常 要 LU 常安定: 常要意 ロロ{也
締 時 求 席 時求席 時 求見 時 求見 l 社
役員 出がし H:l が し 自が具申 自 が 兵 - の

席あな席あな 分あ 分あ申 フ 7 社
のれし の nし 7 7 内

る ~i る ìí 'j'IJ ¥工な 相jばな i 介
日 Ui 断意 い 断定、い ムム護
席 ~古 で見 で見 の の土
す す n~ J~ 意兵 ア パ

る る 見 申 見 申 ソ l

j1，す 共す シト

中る 中る エナ
す す ト l
る る

23 S.V.P. I A B !会長

ただし，実際に法務を主任務と Lている最高位の社内弁護士は

G.G. B A A A 55 '57 B 8-9 もない S. v.P. 

24 G. C. & Secy. B ! C.E.O. A A A A 45 '78 C 6+ 
ボーナス

25 I Secy.-Legal Div. B S.V.P.-Admin. A B A A 58 '70頃 AB  
ボーナス

〔年間売上高 2億ドノレ未満〕

描 lvp同 1恥 y. I B … A A B B 54 '62 A 5 
& G.C. ・・・ mance 

以ーと
どちらで

C ]ヨ C B 43 '70 C 5+ 27 I C.C. もない E.V.P. 
ボーナス

ム

l

、
、
駅
窓



6 C A '80 38 A A B B 

6

6
上

6

6

4

-

以

C A '75 35 A A C A 

C 

C 

A '80 

'62 

'80 

32 

47 

52 

A 

A 

A 

B 

B 

A 

C 

C 

B 

C 

C 

A 

どちらでi
I V. P.-Finance もない I •.•.• ..w..~ 

A B I社長

どちらで， V. P.-Admin. 
もない

|B lVP山 ce
どちらで V.P.-Finance 
もない 1& Admin 

BI社長兼 C.E‘O.

Counsel 28 

G.C. 

C.c. 

G.A. & Secy. 

C.C. 

V. P.， G.C. & C. 
Secy. 

Secy. & C.C. 

29 

32 

30 

31 

C '77 46 A B B A 33 

C '77 36 A A 

会長を持
たない

B 

そのような
会議はない

A 会長B 34 

A 

企業番号について表 11を見よ。

職名略称は，以下の通り(記載11民)0 S. V. P. == Senior Vice President， G. C. = General CounseJ， V. P. = Vice President， 

E.V.P.ニ ExecutiveVice President， Secy. = Secretary， Admin. = Administration， C. C. = Corporate CounseJ， Asst. 
Secy. = Assistant Secretary， Chief C. = Chief Counsel， C. Secy. = Corporate Secretary， C. L. O. = Chief Legal Officer， 
C. G. C.==Corporate General Counsel， G. A.=General Attorney， C. E. O.=Chief Executive 0伍cer，C. F. O.=Chief 
Financial 0伍cer，C. A. O.=Chief Administrative Of日cer.

経営会議等=executive committee or similar committees. 

'60 55 A A 社長

(注 1)

(注 2)

B A Secy. & Chief C. 35 

(注 3)
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研究ノート

こ
れ
ら
の
う
ち
、
緩
も
重
.
要
な
法
分
野
と
さ
れ
る
m

証
券
取
引
関
係
の
法
務
事

項
は
、
日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
通
商
法
関
係
の
法
務
事
項
が
か
な
り
重
要
な
地
位
を

占
め
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
違
い
が
法
務
担
当

部
門
の
態
様
に
ど
の
よ
う
な
違
い
を
生
じ
さ
せ
る
か
、
検
討
す
る
価
値
が
あ

ろ
う
。

(

U

)

 

法
務
担
当
部
門
の
長
の
職
名

こ
れ
ま
で
は
、
組
織
と
し
て
の
法
務
担
当
部
門
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

こ
こ
か
ら
は
、
法
務
担
当
部
門
の
長
に
関
す
る
一
ア
1
タ
を
検
討
し
よ
う
。
表
一

九
は
、
そ
れ
を
一
括
し
た
も
の
で
あ
る

(
Q
一
l
七、

Q
一
l
八
J
Q
一
l
l
八

ー
一
一
)
。
法
務
担
当
部
門
の
長
は
全
員
が
社
内
弁
護
士
で
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
全

員
が
実
際
に
法
務
事
項
を
主
任
務
と
し
て
担
当
し
て
い
る
。

表
一
九
か
ら
、
ま
ず
職
名
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
抽
出
す
る
と
、
表
二

O
が
得

ら
れ
る
。
。

3
2回目。
cロ
ロ
凹
丘
、
ぞ
の
c
G
C
5
5
(
U
G
C巴
mo--な
ど
、
単
に
法
務

担
当
部
門
の
恒
夫
で
あ
る
こ
と
や
社
内
弁
護
士
で
あ
る
こ
と
を
一
ぷ
す
職
名
の
み
を

用
い
る
企
業
は
、
年
間
売
上
高
二
億
ド
ル
未
満
の
企
業
で
よ
う
や
く
半
数
に
達

す
る
に
す
ぎ
な
い
。

大
部
分
は
、

副
社
長
(
開
阿

2
5
7
4め

5
2
司

2
2
r
z

と

ω
g
-
2
5
2
M
M
E
m
-
P
E
を
含
む
〉
と
秘
書
役
(
〉

2
2
S
Z
ω
2
5，

g
q
を
含
む
)
の
一
方
ま
た
は
両
方
を
職
名
に
含
ん
で
お
り
、

以
上
の
規
模
で
は
、
全
員
が
副
社
長
で
あ
る
。

一
O
億
ド
ル

日し
τ
小
企
業
の
在
米
現
地
法
人
に
つ
い
て
は
、
職
名
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
社

内
弁
護
士
が
い
る
と
し
て
も
そ
の
者
を
法
務
担
当
部
門
の
長
に
す
る
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
自
体
、
注
目
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

(

日

)

地

位

表
一
九
に
よ
れ
ば
、
法
務
担
当
部
門
の
長
を
取
締
役
に
し
て
い
る
企
業
は
き

わ
め
て
少
な
い
。
し
か
し
、
役
員
の
一
員
と
す
る
の
は
-
般
的
で
あ
っ
て
、
年

間
売
上
高
二
億
ド
ル
未
満
の
規
模
で
も
過
半
数
が
そ
う
し
て
い
る
し
、
二
億
ド

ル
以
上
の
規
模
で
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
る
。

日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
に
関
し
て
は
、
地
位
の
高
低
一
般
と
と
も
に
、

ア
メ
リ
カ
入
社
内
弁
護
士
と
日
本
人
非
弁
護
士
の
い
ず
れ
が
長
で
あ
る
か
に
よ

っ
て
地
位
が
異
る
か
ど
う
か
も
、
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

日

)

直
属
上
司

表
一
九
に
よ
れ
ば
、
地
位
と
同
じ
く
、
年
間
売
上
高
二
億
ド
ル
を
境
に
し
て

か
な
り
は
っ
き
り
し
た
違
い
が
あ
る
。
二
億
ド
ル
未
満
で
は
、
副
社
長
グ
ラ
ス

を
直
属
上
司
と
す
る
企
業
が
過
半
数
で
あ
る
が
、
二
億
ド
ル
以
上
で
は
、
会

長
、
社
長
、
ま
た
は
、
日
常
的
業
務
執
行
の
最
高
責
任
者
で
会
長
ま
た
は
社
長

(
叩
}

が
兼
任
す
る
こ
と
が
多
い
最
高
執
行
役
員
(
の
E
民

間

同

R
E
F
S
。
R
g
H
)
を

上
司
と
す
る
企
業
が
大
部
分
に
な
る

日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
で
は
、
完
全
子
会
社
が
多
い
た
め
に
、
会
長
は

名
目
的
で
あ
っ
た
り
、
存
在
し
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、

北法33(1・128)128



アメリカ電気・電子関係企業の社内法務態勢

法務担当部門の長の職名

l誠師亙 l書役の l語副J社長の l
長または社内弁 l !秘書役の
護士であるニと職名を持|職名を持)両方の職

を示す職名のみ 1名を持つ

表20

年間売上高

4 5 。。10億下ル以上

5 6 4 1 2億ドノレ以上10億トノレ未満

2 O 

(注) 秘書役には AssistantSecretaryを含む。副社長には ExecutiveVice 

Presidentと SeniorVice Presidentを含む。

3 5 2億ドル未満

社
長
に
レ
ポ
ー
ト
す
る
関
係
に

あ
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ

ろ
う
。

(
げ
〉
取
締
役
会
・
経
営
会
議

等
へ
の
出
席

形
式
的
な
職
名
や
地
位
が
ど

う
で
あ
れ
、
法
務
担
当
部
門
の

長
、
あ
る
い
は
、
実
際
に
法
務

を
主
任
務
に
し
て
い
る
最
高
位

の
社
内
弁
護
士
が
、
取
締
役
会

ゃ
、
そ
の
下
部
常
設
機
構
で

2あ
g る

E警
。 τ~ t:::l

(1) !~え為、--"" 
に議
出百「
席認
し長

発話

言
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら

ば
、
と
く
に
戦
略
的
案
件
に
関

す
る
紛
争
予
防
的
機
能
は
、
実

質
的
に
、
よ
り
よ
く
発
揮
し
う

る
で
あ
ろ
う
。

ミ
そ
こ
で
、
表
一
九
を
見
る
と
、

や
や
意
外
な
パ
タ
ー
ン
が
現
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
会
に
は
常
時
出
席
す
る
と
す
る
企
業
が
、
規
模

に
か
か
わ
り
な
く
大
部
分
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
経
営
会
議
へ
の
出
席
に
つ
い

て
は
、
要
求
が
あ
っ
た
場
合
の
み
と
す
る
企
業
が
、
年
間
売
上
高
二
億
ド
ル
以

上
一

O
億
ド
ル
未
満
の
規
模
で
は
約
半
数
、
二
億
ド
ル
未
満
の
規
模
で
は
大
部

分
に
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
株
式
関
係
を
中
心
と
し
て
企
業
の

基
本
的
事
項
を
決
定
す
る
取
締
役
会
が
常
に
法
的
助
言
と
秘
♂
役
の
悶
与
を
必

要
と
す
る
の
に
対
し
て
、
経
営
会
議
は
、
主
と
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
の
観
点
か
ら
、
よ

り
日
常
来
訪
に
山
松
山
一
し
た
事
項
を
議
論
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
J

日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
で
は
、
完
全
子
会
社
が
多
い
た
め
に
、
取
締
役

会
は
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
と
岡
山
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
務

担
当
部
門
の
長
と
役
員
の
会
合
の
関
係
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ァ

メ
リ
カ
入
社
内
弁
護
士
が
長
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
会
議
が
日
本
語
で

行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
う
。

(

国

)

会
長
・
社
長
へ
の
意
見
具
申

戦
略
的
案
件
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
会
長
個
人
、
社
長
個
人
へ
の
ア
ク
セ
ス

を
通
し
て
も
与
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
表
一
九
を
見
る
と
、
取
締
役

会
・
経
営
会
議
等
へ
の
出
席
と
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
異
る
パ
タ
ー
ン
が
現
れ
て

北法33(1・129)129

い
る
。
す
な
わ
ち
、
会
長
・
社
長
い
ず
れ
に
対
し
て
も
、
常
時
、
法
務
担
当
部

門
の
長
自
身
の
判
断
で
意
見
具
申
し
う
る
、
と
す
る
企
業
が
支
配
的
な
の
で
あ

る
が
、
少
な
く
と
も
小
規
模
企
業
の
中
で
は
、
要
求
が
あ
れ
ば
意
見
具
申
す
る
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と
す
る
企
業
の
数
が
、
社
長
に
関
し
て
よ
り
も
、
会
長
に
関
し
て
よ
り
多
く
な

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
会
長
は
日
常
的
業
務
の
執
行
に
は
あ
た
ら
な
い

(ロ〉

と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
取
締
役
会
へ

の
法
務
担
当
部
門
の
長
の
出
席
が
、
主
と
し
て
秘
書
役
的
観
点
か
ら
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

会
長
の
実
質
的
意
味
に
乏
し
い
と
推
測
さ
れ
る
日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人

で
は
、
社
長
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
人

社
内
弁
護
士
が
長
で
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
・
社
長
が
日
本
人
か
ど
う
か
に
も

注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(

四

)

年

齢

表
一
九
に
よ
れ
ば
、
最
も
多
い
の
は
五

O
歳
代
で
あ
る
が
、
企
業
規
模
に
よ

る
変
化
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
年
間
売
上
高
一

O
億
ド
ル
以
上

の
規
模
で
は
、
五

O
歳
以
上
が
、
九
社
中
七
社
あ
る
が
、
二
億
ド
ル
以
上
一

O

億
ド
ル
未
満
で
は
、
五

O
歳
代
が
ち
ょ
う
ど
半
数
に
な
り
、
二
戸
億
ド
ル
未
満
で

は
四

O
歳
代
以
下
が
一

O
社
中
七
社
に
な
る
。
大
企
業
ほ
ど
、
よ
り
経
験
を
積

ん
だ
社
内
弁
護
士
を
確
保
し
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
デ
ー
タ
と
、
日
本

企
業
の
在
米
現
地
法
人
の
最
上
位
の
ア
メ
リ
カ
入
社
内
弁
護
士
を
比
較
す
る
こ

と
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

(

初

)

経

歴

表
一
九
に
よ
れ
ば
、
ロ

I
・
フ
ァ
ー
ム
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
経
歴
を
持
つ

者
は
、
今
な
お
き
わ
め
て
少
な
い
。
企
業
規
模
を
関
わ
ず
一
般
的
な
の
は
、
ロ

ー
・
フ
ァ
ー
ム
の
ア
ソ
シ
エ
ト
と
他
社
の
社
内
弁
護
士
と
い
う
緩
歴
の
一
方
ま

た
は
両
方
を
持
つ
者
で
あ
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
前
節
で
述
べ
た
最
近
の
動

向
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
一
般
的
に
は
、
法
務
担
当
部
門
の
プ
レ
ス

テ
ィ
ジ
が
、
パ
ー
ト
ナ
ー
を
容
易
に
引
き
つ
け
う
る
ほ
ど
高
ま
っ
て
い
な
い
こ

と
を
示
す
と
と
も
に
、
ロ

l

・
フ
ァ
ー
ム
の
ア
ソ
シ
エ
ト
に
と
っ
て
、
社
内
弁

護
士
に
な
る
こ
と
が
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る
こ
と
に
代
わ
る
選
択
肢
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
じ

め
て
社
内
弁
護
士
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
パ
ー
ト
ナ
ー
を
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て

困
難
で
あ
ろ
う
。

(

幻

)

年

俸

年
俸
に
関
す
る
聞
に
対
し
て
、
大
部
分
の
企
業
は
、
ボ
ー
ナ
ス
を
除
、
《
基
本

的
+
ラ
リ
ー
を
回
答
し
た
と
恩
わ
れ
る
が
、
そ
の
値
に
は
、
企
業
規
模
に
よ
る

違
い
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
一
九
に
よ
れ
ば
、
年
間
売
上
高
一

O
億
ド

ル
以
上
の
規
模
で
は
、

一一

J
二
四
万
ド
ル
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
二
億
ド
ル

以
上
一

O
億
ド
ル
未
満
で
は
四
!
二
一
万
ド
ル
に
な
り
、
二
億
ド
ル
未
満
で
は

四
J
六
万
ド
ル
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は
、
ァ

i
サ

l

・
ヤ
ン
グ
社
の
デ

ー
タ
(
表
五
)
に
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
外
資
系
企
業
を
除
い
て
、
日
本
国

内
で
は
、
社
内
弁
護
士
が
か
り
に
い
て
も
、
そ
の
待
遇
を
一
般
社
員
の
そ
れ
か
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ら
区
別
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
が
、

ア
メ
リ
カ
入
社
内
弁
護
士
を
法
務
担
当
部
門
の
長
に
し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
に

待
遇
す
る
か
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

米・

* 
水

* 

以
上
、
ア
メ
リ
カ
電
機
企
業
に
対
す
る
私
自
身
の
調
査
の
デ
ー
タ
を
分
析
し

な
が
ら
、
研
究
の
中
核
的
部
分
に
備
え
て
、
日
本
企
業
の
在
米
現
地
法
人
に
関

し
て
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
論
点
に
も
言
及
し
て
み
た
。
近
い
将
来

一
|
組
織
開
発
担
当
副
社
長

アメリカ電気・電子関係企業の社内法務態勢

図1 組織図の例 (1981年 3月)

US17 (年間売上高 3 億3000~9000ノ') Iノレ)

取締役会

社長

生
産

研
究
開
発
担
当
副
社
長

(1) 

-
戦
略
計
凶
担
当
副
任
長

ー
親
会
社
担
当
副
社
長

ー
国
際
取
引
・
総
務
担
当
副
社
長

-
販
売
担
当
副
社
長

ー
財
務
担
当
副
社
長

秘会
書計
役役
兼
法
務
部
長

社内弁護士4人

一
l
製
品
グ
ル
ー
プ
統
括
副
社
長
1
1
1
製
品
別
事
業
部

に
、
よ
り
包
括
的
な
サ
ン
プ
ル
に
対
す
る
、
よ
り
深
い
調
査
が
、
他
の
よ
り
す

'-、。

ふ
れ

h
v

ぐ
れ
た
法
祉
会
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
明
期
待
し
て
、
本
稿
を
閉
じ

な
お
、
図
一
は
、
議
査
で
入
手
し
た
組
織
図
で
あ
る
。
す
べ
て
が
小
規
模
企

業
の
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
日
本
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
企
業
の
組
織

(
岱
)

図
は
巨
大
企
業
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
し
、
日
本
企
業
の
大
多
数
の
在
米

現
地
法
人
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
適
切
な
比
較
対
象
で
あ
ろ
う
。

US31 (年間売上高8100~9900万ドノレ)

取締役会

社 長

(2) 

財務担当副社長

国会法
際計務
会役部
計兵
部兼
長秘

書
役

社内弁護士 1人

オベレイジョン担当副社長

ー
人
事
部
長

~t法33(1 ・ 131).131

1

技
術
担
当
副
社
長

-
販
売
担
当
副
社
長

ー
生
産
担
当
副
社
長
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US33 (年間売上高7100-8500万ドル)

取締役会

社長欄干執行役員 (ChiefExecutive Officer) 

1
0
0事
業
部
長

ー
副
社
長
兼
法
務
部
長
兼
秘
書
役

ー
研
究
開
発
担
当
副
社
長

-
財
務
・
総
務
担
当
副
社
長

(
ω
g
一2
5
8

同

UH町
田
町
内
日

gH)
培
米
会
計
役

-
電
気
部
門
担
当
副
社
長

ー
国
際
事
業
担
当
副
社
長

(3) 

US34 (年間売上高5300-6300万ドル)

取締役会

最高執行役員 (ChiefExecutive 0伍cer)

(4) 

1
0
0事
業
部
長

副社長は全員 SeniorVice President 

;it法33(1・132)132

-
特
殊
製
品
担
当
副
社
長

-
政
府
関
係
事
業
担
当
副
社
長

ー
財
務
・
総
務
担
当
副
社
長

(注)

一l
秘
書
役
策
法
務
部
長
|
|
社
内
弁
護
士
一
人

|
会
長

l
一一

|
販
売
担
当
副
社
長
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研究ノート

QUESTIONNAIRE 

Case No.: 

* Please provide the name and job title of the person who is actual1y 

filJing out this questionnaire. 

Q 1. Do you have a unit which is staffed with inhouse lawyers and 

has th巴 majorresponsibility for your company's legal matters ? 

If you have， please answer the folJowing questions. If not， please 

skip to Q 2. 

Q 1-1. What is the name of this unit? 

Q 1-2. Does this unit specialize in legal matters only? Circle 

a number and answer the accompanying question. 

(1) Yes. 

(2) No. 1t handles both legal and non-legal matters. 

((What are the major non-legal functions of this unit ?)) 

Q 1-3. What are the major legal functions of this unit? 

Q 1-4. How many personnel does this unit have including every-

one from th巴 headto a secretary? 

Q 1-4-1. How many of them b巴longto each of the following 

categories? Please provide numbers. 

(1) 1nhouse lawyer _一一一

(2) Legal administrator 一一一一

(3) Para-legal一一一一

(4) Legal secretary一一一一

(5) Other 
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Q 1-4-2. How many of them are assigned to each of the fol-

lowing places? Please provide numbers. 

Total Lawyer 

(1) H巴adquarters

(2) Divisions， branches and offices 

(3) Subsidiaries and other separate legal entities 

Q 1-5. Is there a provision in the by-laws or rules of yqur com-

pany which prescribes the establishment of this unit and 

the status of the head of this unit? Circle a number and 

answer the accompanying question. 

(1) Yes. ((Please cite the by-law or rule.)) 

(2) No. 

Q 1-5-1. Do you hav巴 anorganizational chart of your company 

which shows the position of this unit? Circle a number. 

(1) Yes. ((Please attach a copy of it to this question-

naire.)) 

(2) No. 

Q 1-5-2. Do you have a manual which specifies occasions in 

which other units must consult this unit on legal mat-

t巴rs? Circle a number. 

(1) Y巴s，every unit has at least one copy. 

(2) Yes， this unit keeps it. (3) No. 

(4) Other. ((Please specify.)) 

Q 1-5-3. Does this unit have a right to overrule other unit's 

decisions on legal matters? Circle a number and answer 

the accompanying question. 

(1) Yes. ((On what matters and under which condi-

tions ?)) 

(2) No. 

Q 1-6. When did you first establish this unit? 

Q 1-6-1. What were the major reasons to establish it? 
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Q 1-7. What is the job title of the head of this unit? 

Q 1-7-1. Is the head of this unit any of the fol1owing? Circle 

numbers. 

(1) Lawyer (2) Corporate director 

(め Corporate0伍cer

Q 1-7-2. Who is the direct superior of the head of this unit? 

Q 1-8. Please provide information about the member of this unit 

who is the highest-ranking inhous巴 lawyeractually working 

mainly on legal matters in the headquarters. 

Q 1-8-1. What is this member's job title? 

Q 1-8-2. 1s this member any of i:he fol1owing? Circle numbers. 

(1) Head of this unit (2) Corporate director 

(3) Corporate 0伍cer

Q 1-8-3. Who is the direct superior of this member? 

Q 1-8-4. Does this member attend board meetings? Circle a 

number. 

(1) Yes， always. 

(2) Yes， but only upon request of th巴 board.

(3) No. (4) Other. ((Please specify.)) 

Q 1-8-5. Does this member attend meetings of the executive 

committee or similar committees? Circle a number. 

(1) Yes， always. 

(2) Yes， but only upon request of the committee. 
(3) No， (4) Other. ((Please specify.)) 

Q ト8-6. Does this member give opinions directly to the chair-

man of the board? Circle a number. 

(1) Yes， regularly， by this member's own initiative. 

(め Yes， but only upon request of the chairman. 

(3) No. (4) Other. ((Please specify.)) 

Q 1-8-7. Does this member give opinions directly to the presi咽

dent? Circle a number. 

(1) Yes， regularly， by this member's own initiative. 
(2) Yes， but only upon request of the president. 

(3) No. (4) Other. ((Please specify.)) 
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Q 1-8-8. How old is this member? 

Q 1-8-9. When did this m巴mberfirst. become. your .凶mpany's

inhouse lawyer? 

Q 1-8-10. Did this member work in any of the following capaci-

ties before coming to your company? Circle numbers. 

(1) Associate of a law firm 

(2) Partner of a law firm 

(3) Inhouse lawyer of another company 

Q 1-8-11. What is this member's annual salary? 

Q 1-9. Are there any other units which also handle some kinds 

of legal matters with. their own inhouse lawyers? Please 

provide their names and the numbers of inhouse lawyers. 

Name No. of lawyers 

((Please skip to Q 3.)) 

Q 2. You say that you do not have a unit which is sta妊edwith 

inhouse lawyers and has the major responsibility for yourcom-

pany's legal matters. How are you並竺旦allyprepared for your 

company's legal matters? 

((Go to Q 3.)) 

Q 3. Finally， please provide some basic information about your 

company. 

Q 3-1. How much is your annual sales? $一一一一一一一 m 一一-

Q 3-2. How many employees do you have? 

Q 3-3. How many corporate directors do you have? 

Q 3-3-1. How many of them are outside lawyers? 

Q 3-4. How many corporat巴 0伍cersdo you have? 

Q 3-4-1. How many of them are corporate directors? 
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Q 3-5. In terms of time spent on， what are the major fields of 

law of your company's legal matters? 

Q 3-6. In t巴rmsof impact on the company， what are the major 

fields of law of your company's legal matters ? 

Q 3-7. Is your company currently involved in any legal actions ? 

Please provide numbers. 

(1) Cases in federal courts 

(2) Cases in state courts 

(3) Cases before FTC一

(4) Cases before other federal regulatory agencies 一一一一
((Pleas巴 specify.))

Q 3-8. How much does your company spend annually on outside 

lawyers? $ 

Thank you for your cooperation. 
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The Inhouse Legal Expertise of U. S. Electric 
and Electronic Corporations: 

A Questionnaire Survey 

Setsuo MIY AZA W A * 

The author has been engaged in research on the adaptation of 

U. S. subsidiaries of Japanese corporations to the U. S. legal environment 

in terms of developing inhous巴 legalexpertise. This research is in a 

sense a study of the Americanization of Japan-originated business organi-

zations with regard to legal matters， so that the author needs informa-

tion on the inhouse legal expertise of U. S. corporations in order to 

measure the degree of Americanization of U. S. subsidiaries of Japanese 

corporations. Because the author could not五ndany analytical study 

of the inhouse legal expertise of U. S. corporations， he conducted a 

smal1 questionnaire survey by himself. This article presents some pre-

liminary results of this survey. 

Due to financial and time limitations， the author could not use a 

iarge sampie representing a whole range of U. S. industrie~ aIiJ had 

to choose a single industry. He chose the field of electric and electronic 

equipments， appliances， components and parts (S.1. C. 361-369)， because 

the largest number of U. S. subsidiaries of Japanese corporations were 

found in this field of industry. The questionnaire were mailed in F eb-

ruary of 1981 to the presidents of the 207 largest U. S. electric and 

e1ectronic corporations. Usable questionnaires were returned from 55 

corporations by May of the same year. 

This article is divided into two sections. The first section briefly 

outlines recent developments in the U. S. business legal巴nvironment

and inhouse legal expertise， through secondary analyses of existing 

information， including Arthur Young & Co.'s 1980 Report 01 Survey 
01 Corporate Law Departments Compensation and Organization 

Practices. The second section presents the data from the author's own 

* Associate Professor of Law， University of Hokkaido. B. Jur.， 1970， M. 

V 

Jur.， 1972， University of Hokkaido; M. A.， 1976， M. Phil.， 1980， Yale 

University. 
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survey. The topics examined include， among other things， the following: 

the size of the corporation and the existence of a legal department with 

inhouse counseIs， the internal legal prepar丘tionsof corporations without 

legal departments， the size of the legal department， functions of the legal 

department， outside attorneys as board members， areas of law involving 

major legal matters， and the status and compensation of the head of 

the legal department~ While examining the data on these topics， the 

author also presents hypotheses regarding the inhouse legal expertise 

of U. S. subsidiaries of Japanese corporations. 
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